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い情報を提供できることと、また、米国自身も現地での「状況認識」を得る
ことができると主張したとされる。これに対して、バイデン大統領は、ホワ
イトハウスでの会議において「もし、ガニ政権を維持することが目的なので
あれば、私が自分の息子を送ることはない」と述べ、アフガニスタンの現体
制の維持を軍事作戦の目的としないことを明確にしていたという 3。
もともと、バイデン大統領は、米国に対するテロ攻撃の再発を防ぐために
始められたアフガニスタンにおける軍事作戦が、アフガニスタンにおける国
家再建の取り組みにまで拡大するなど、目的が不明確になっていると認識し、
元々の目的に立ち返るべきであると考えていたという 4。4月14日の演説で、
米国同時多発テロ事件の首謀者ビン・ラディンを殺害した後も、米軍はアフ
ガニスタンでの駐留を続けた結果「アフガニスタンにとどまる理由がますま
す不明確になった」と述べたのも、そうした認識を示したものであった。また、
国防省が主張していた限定的な駐留の継続についても、米タリバン和平合意
に従って米軍部隊に対する攻撃を控えているタリバン側も、米軍が撤退しな
いことが明らかになれば、攻撃を再開し、それによって、さらに戦力の追加
派遣が必要になるという、「部隊のプレゼンスが、磁石のようにさらなる部
隊を引き付ける」事態に陥りかねないとバイデン大統領は考えていたとい
う 5。
こうしたバイデン大統領の認識は、バラク・オバマ政権の副大統領として、

2009年春に政府内で行われたアフガニスタン・パキスタン戦略、夏から秋に
かけて行われたアフガニスタン増派に関する検討に参加した経験によるもの
である。特に、副大統領就任直前の2009年1月にバイデンは、パキスタン、
アフガニスタンを訪問した 6。その際、ハミド・カルザイ大統領との会談および
夕食会を行ったが、アフガニスタン側に汚職や国内の分断を含む同国のガバ
ナンスの問題を解決する意志や、タリバンとの戦いについての当事者意識が
見出せず、アフガニスタンにおける状況を好転させる見込みが持てないとの
認識を抱くに至ったとされる 7。この点について、オバマ元大統領は回顧録に
おいて、2009年1月のアフガニスタン訪問が、バイデンに「アフガニスタンに
対するアプローチ全体を見直す必要があると確信させた」と指摘している 8。

そして、アフガニスタン増派に関する検討が始まると、アフガニスタンに
駐留する国際治安支援軍のスタンレー・マクリスタル司令官は「包括的な対
反乱（COIN）キャンペーン」を行うため4万人の米軍部隊の増派を求め、デー
ビッド・ペトレアス中央軍司令官やマイク・マレン統合参謀本部（JCS）議
長らもこれを支持した。オバマ元大統領の説明によれば、これに対しバイデ
ン副大統領は「マクリスタルの提案を、無益な、非常に金のかかる国家再建
事業に米国を引きずり込もうとする、野放図な軍による企みと認識」し、「ア
ルカイダに対する、より限定的な対テロ（CT）に集中すべき」と主張した
という 9。
アフガニスタンにおいて米軍の駐留を続けることについては、トランプ前

大統領もバイデン大統領と近い認識を示していた。トランプ大統領の下で大
統領補佐官（国家安全保障問題担当）を務めたジョン・ボルトンによれば、
同大統領は「アフガニスタンにおける継続的な軍事プレゼンスには反対」で
あり、プレゼンスの維持を繰り返し訴えるマティス国防長官ら「いわゆる『彼
の』将軍たちに、いらだちを募らせていた」10。また、『ワシントン・ポスト』
のボブ・ウッドワードとのインタビューでも、「4人の将軍達」（マティス国
防長官、ジョン・ケリー
大統領首席補佐官、ジョ
セフ・ダンフォード JCS

議長、H・R・マックマ
スター大統領補佐官（国
家安全保障問題担当））
の主張に従ったら、結局
のところ「我々は、あと
100年間、そこ［アフガ
ニスタン］に居続けるこ
とになるのではないか」
と強い不満を述べてい
た 11。こうした経緯を踏

「アライズ・レフュージ」作戦により、アフガニスタンよ
りドイツ・ラムシュタイン空軍基地に退避したアフガニス
タン人児童とボール遊びをする米空軍第23警備隊隊員
（2021年8月31日、ドイツ・ラムシュタイン空軍基地）（U.S. 
Air Force photo by Senior Airman Jennifer Zima）
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まえれば、トランプ前大統領が、4月14日のバイデン大統領の決定に対する
同18日付の声明において、撤退期限を延長したことは批判する一方で19年
間にわたるアフガニスタンでの作戦を「もうたくさん、長すぎる」と評価し、
アフガニスタンからの撤退決定を「素晴らしい、肯定的なこと」と述べて、
多くの共和党関係者との見解の相違を鮮明にしたのはむしろ当然であったと
いえよう。
アフガニスタンにおけるミッションをCTに限定することについてバイデ
ン大統領は、民主党の大統領候補の一人として『フォーリン・アフェアーズ』
2020年3・4月号に寄稿した論考において、アフガニスタンにおける軍事作戦
を終了させるとともに、同国と中東における戦闘に投入されている戦力の大
半を帰国させ、中東におけるミッションをアルカイダとイスラム国の打倒に「狭
く定義」すべきと述べて、その考えをあらためて明らかにしていた。そして、
米軍のミッションをCTに限定するのであれば、テロ組織との戦いの場とし
てアフガニスタンの占める割合は相対的に低下していた。4月14日の演説で
もバイデン大統領は、同時多発テロ後の「ソマリアのアルシャバブ、アラビ
ア半島のアルカイダ、シリアのアルヌスラ、シリアとイラクにカリフ国の樹
立を試み、アフリカとアジアの複数の国において分派を作りつつある ISISと
いうように、この20年でテロの脅威は、より分散し、地球上各地に転移」し
ており、そのような状況においては、「数千人の兵員を1国に集中し、毎年数
十億ドルを費やす意味はほとんどない」と説明している。
なお、こうした傾向は、2013年5月23日、オバマ大統領が米国防大学で行っ
た「ドローン演説」においてすでに示されていた。この演説で、オバマ大統
領は、アルカイダ分派の発生に言及し「イエメンからイラクまで、ソマリア
から北アフリカまで、今日の脅威はより拡散」していると指摘し、アフガニ
スタン、イラク、シリア、リビアの一部以外の地域、すなわち「現実の敵対
行為が行われている地域」以外で行われる無人機や特殊部隊による直接行動
を審査するための枠組み、「大統領政策指針（PPG）」を定めたことを明らか
にした 12。
戦闘任務を縮小・整理する動きはイラクについても行われている。2021年

7月26日、バイデン大統領は、トランプ政権下の2020年6月11日に開始さ
れた米・イラク戦略対話での交渉に基づき、2021年末までにイラクにおける
米軍の戦闘任務を終了することでイラク政府と合意したことを公表した。イ
ラクについても、アフガニスタンと同様に、トランプ政権において始められ
た作業をバイデン政権で完成させた形となっている。
バイデン大統領がトランプ大統領からアフガニスタン完全撤退の方針を引

き継ぎ、実現させたことは、その帰結として米国が長年支えてきたアフガニ
スタンの政権がいずれかの時点で崩壊の危機に瀕することは当然に予測し得
たものであり、批判を承知しつつも、国防省や軍幹部の勧告を退けてあえて取っ
た選択であるといえる。バイデン大統領が前述の『フォーリン・アフェアーズ』
への寄稿において「勝ち目のない紛争にとどまることは、我々の関心を必要
とするその他の問題において主導権を発揮するために必要な我々の能力を失
わせ、我々が、米国の力のその他の手段を再建することを妨げる」と指摘し
ていることを踏まえれば、それは、むしろ中国との戦略的競争など、より重
大な課題に対し、より多くの資源を振り向けるための決定であったとみるこ
とができる。そして、バイデン大統領が、4月14日の演説において、アフガ
ニスタンにおける軍事作戦が始まって自身が4番目の大統領であり、「私は、
5番目の大統領にこの責任を引き渡すことはしない」と述べたのは、その決
定を貫徹しようとする強い政治的な意志を示したものであったとみるべきで
あろう。

（2）大国との「戦略的競争」と中国
トランプ政権のNSCスタッフにおいてアジア担当上級部長、後に副国家

安全保障アドバイザーとして、アジア政策を統括したマット・ポティンジャー
は、バイデン政権の対中政策について「概ねその前任者の政策を引き継いだ」
と評したが、こうした点は政権発足早々にも明らかとなった 13。2021年3月3

日にホワイトハウスが公表した暫定国家安全保障戦略指針（INSSG）は、「世
界における力の配分が変化」したことによって「新たな脅威」が作り出され
たとして、中国、ロシア、北朝鮮、イラン、テロリズム・暴力的過激主義に
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言及しているが、なかでも、中国は「経済、外交、軍事、技術的な力を組み
合わせて、安定し、開かれた国際システムに対する持続的な挑戦を行うことが、
潜在的に可能な唯一の競争相手」（下線部筆者）と位置付けられている。
対中認識の継続性は、リチャード・ニクソン以来の米国の対中政策の根底
にあった、中国と関与を深めることが、中国の変貌を後押しするとの期待が
今やなくなったという点について、党派を超えて、認識が共有されているこ
とによる。現在、バイデン政権のNSCスタッフにおいてインド太平洋問題担
当調整官を務めるカート・キャンベルと、国防省において国防次官補（イン
ド太平洋安全保障担当）を務めるイーライ・ラトナーは『フォーリン・アフェ
アーズ』2018年3月・4月号において、ニクソン以来、米国が「中国の行方を
形成する力を過信しすぎていた」として、中国との交易や同国の国際経済へ
の統合にもかかわらず、「中国は、米国人の期待を裏切って、代わりに独自
のコースを辿った」と指摘した。こうした認識は、トランプ政権の国務長官、
マイク・ポンペオが、リチャード・ニクソン大統領以降の米国においては、
中国が繁栄すればするほど同国の自由化が進み、自由化が進めば国際社会に
とっても中国は脅威ではなくなるという流れが「不可避」であると考えられ
ていたが、その「不可避性の時代は終わりを告げた」（2020年7月23日、ニ
クソン大統領図書館・博物館における演説）として示した認識と共通している。
共和党・民主党の外交政策担当者の間で共有される認識について、キャンベ
ルと、バイデン政権で大統領補佐官（国家安全保障問題担当）を務めること
になるサリバンは『フォーリン・アフェアーズ』2019年9月・10月号におい
て「米国の政策決定者と分析者達は、概ね、中国の40年にわたる外交経済関
与戦略を下支えしてきた、より楽観的な前提のいくつかを、正しく、捨て去っ
た」と観察していた。
バイデン政権において中国との関係は、トランプ政権の路線を引き継ぎ「戦
略的競争」と位置付けられているが、INSSGが「国益に適う場合は、中国と
の協力を排除しないし、すべきでない」とするように、戦略的競争は敵対的
な要素のみからなるものとは考えられていない。アントニー・ブリンケン国
務長官も、INSSG公表と同日の2021年3月3日、国務省において行った「米

国民のための外交政策」演説において、対中関係を「競争的」、「協力的」、「敵
対的」な3つの側面を持つものと説明した。こうした3つの側面を有する対
中関係は「複雑なもの」（ブリンケン国務長官、2021年2月1日、MSNBCイ
ンタビュー）であるが、こうした挑戦に対応する上で重視されているのが、
米国の外交活動や国際機関における活動である。
実際に、バイデン大統領は、就任間もない2月4日、国務省で行った外交

演説で「米国が戻ってきた」と宣言し、畳みかけるように「外交が対外政策
の中心に戻ってきた」と述べ、さまざまな課題に対応する上での米国のリーダー
シップを強化する意向を示した。こうしたメッセージは、バイデン大統領が、
1月20日の就任式当日に、トランプ前政権による世界保健機関（WHO）脱
退通告の取り下げと、パリ協定に再加入（2月19日、正式復帰）する文書に
それぞれ署名したことにも象徴的に示された。この背景には、ブリンケン国
務長官が、外交や国際機関での活動から「我々が引いたところ、中国がそれ
を埋めた」（2021年3月3日、「米国民のための外交政策」演説）と述べたよ
うに、米国が国際的なリーダーシップをめぐる中国との戦略的競争にあるこ
とも指摘できるだろう。
なお、中国との関係については、いくつかの分野において前政権との継続

性が具体的に確認できる。トランプ政権は、その末期に「共産中国軍事企業」
（CCMC）と指定する企業の公開株とその派生商品について、米国人による
取引と保有を禁止した（2020年11月12日付大統領令13959号、2021年1月
13日付大統領令13974号）。なお、トランプ政権下では合計で44の企業が
CCMCに指定された。これに対して、バイデン大統領は、2021年6月3日付
の大統領令14032号で、トランプ大統領による規制内容を整理し直した上で、
公開株・派生商品の取引・保有の禁止の対象を「抑圧や深刻な人権侵害を促
進するために中国の監視技術が使用されること」を理由に「監視技術セクター」
まで拡大した「中国軍産複合体企業（CMIC）」とした。2021年末の時点では、
トランプ政権下より多い68の中国企業がCMICに指定されている。この中
には、新疆ウイグル自治区において少数派民族の監視を行うため顔認識技術
を活用したシステムを提供したとして、国際人権デーの2021年12月10日に
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CMIC指定を受けた商湯科技開発有限公司（センスタイム）も含まれる。
公開株・派生商品の取引・保有の禁止の対象を「監視セクター」も含む

CMICに拡大したことにも象徴されるように、バイデン政権は、トランプ政
権末期と同様に新疆ウイグル自治区における人権状況に関連した制裁を強め
ている。トランプ政権においては、2020年7月財務省が、新疆ウイグル自治
区の共産党・治安機関幹部らを、グローバル・マグニツキー人権説明責任法
に基づく資産凍結の対象にはじめて指定した。これに引き続き、バイデン政
権においては2021年3月22日に2人、12月10日に2人が、グローバル・マグ
ニツキー法に基づく制裁対象に追加された。また、バイデン大統領は、12月
23日、「新疆ウイグル自治区において強制労働により生産された物品」の輸
入を禁止する、ウイグル強制労働防止法に署名した。
台湾についても、バイデン政権は、従来の政策的な立場を維持しつつも台
湾との関係を強化する動きを見せている。2021年3月25日、米国在台協会は、
在米台北経済文化代表処との間で、沿岸警備隊作業グループ設置に関する了
解覚書に調印した。また、4月9日に国務省は「台湾との関係に関するガイド
ライン」を発出した。これは、連邦政府職員が「台湾のカウンターパート」
とやりとりする際の指針となるもので、台湾を「活気に満ちた民主政体、重
要な安全保障・経済パートナーであり、国際社会をよりよくするための力」
と位置付けて「台湾との接触に関する指針を緩和」するものであるという。
同ガイドラインは、2020年12月27日に成立した2020年台湾安心供与法にお
いて、「米台関係を深化・拡大することを趣旨」として台湾との関係に関す
る現行の国務省指針の見直しが求められていたことに対して作成されたもの
である。また、ブリンケン国務長官は、2021年5月7日付のプレス声明にお
いて、「台湾は信頼できるパートナーであり、活気に満ちた民主政体であり、
世界をよりよくするための力である」として、台湾を、世界保健機関（WHO）
の最高意思決定機関である世界保健総会に招待するよう主張した。
また、トランプ政権末期の2020年6月16日、米陸軍第1特殊部隊群（空挺）
の公式フェイスブックアカウントに、同部隊隊員が「青天白日」と思われるマー
キングと「陸軍」の文字が書かれたUH-60ヘリコプターに、負傷者を運び込

む訓練の場面が収録されていたプロモーションビデオが掲載された。これに
対して、米国が特殊部隊を台湾に派遣し、台湾軍と訓練を行っているのでは
ないかとの報道がなされた。また、同年11月には、米海兵特殊作戦コマンド
隊員が台湾に派遣され、台湾海兵隊の訓練を行っているとの報道がなされ、
これに対して、米国防省報道官は、報道は「不正確」であるとのコメントを『ス
ターズ・アンド・ストライプス』に寄せていた。政権交代から約9カ月経っ
た2021年10月7日付『ウォール・ストリート・ジャーナル』は「2ダースの
米特殊作戦および支援要員が台湾の地上部隊と訓練を行って」おり、「米軍
部隊は台湾で少なくとも1年間活動を行っている」として、米特殊部隊によ
る台湾軍に対する訓練が政権交代後も引き続き続けられているとの見方を示
した 14。
中国との戦略的競争においては、これが望まない事態にエスカレートする

ことを防ぐため、適切に管理することも必要であると認識されている。2021

年11月15日にオンラインで行われた米中首脳会議において、バイデン大統
領が、習近平国家主席に対し、米中の競争が紛争にエスカレートしないよう
にするため、また、相互の連絡を維持するための「常識的なガードレール」
の必要性を訴えたのもその1つであろう。その点からは、2008年のリーマン
ショック以来、米国が衰退しているとの論調が中国において強まり、2020年
の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大、1月6日の連邦議会議事堂襲撃事
件などにより、そうした論調が勢いを増していると指摘されている 15。こうした、
中国における認識に、言葉と行動をもってどのように訴えかけるかという点も、
競争の管理においては重要である 16。

（3）関係国との連携強化
INSSGによれば、中国との戦略的競争を進める上で「自信と力の立場」か

ら中国に対峙することが必要であり、そのためには同盟国およびパートナー
国との連携による「集団的な交渉力を結集し、集団的な力と決意を示す」こ
とが必要となる。こうした同盟国・パートナー国との連携強化の取り組みは
政権発足間もなく始められた。2021年3月12日には日米豪印首脳テレビ会議
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が開かれ、「国際法に根差した、自由で開かれ、ルールに基づく秩序を推進
することに共にコミット」すること、「東シナ海および南シナ海におけるルー
ルに基づく海洋秩序に対する挑戦」への対応などが表明された。続く3月16

日の日米安全保障協議委員会や、4月16日の日米首脳会談においては、「ルー
ルに基づく国際秩序に合致しない中国の行動」への懸念、東シナ海における「あ
らゆる一方的な現状変更の試み」への反対、南シナ海における「中国の不法
な海洋権益に関する主張および活動」への反対が表明された。また、香港や
新疆ウイグル自治区における人権状況への「深刻な懸念」も表明されるとと
もに、「台湾海峡の平和と安定の重要性」が強調された。
インド太平洋の課題に関する欧州の同盟国との連携も模索されている。

2021年6月に、「米国が世界の民主国家を結集する」としてバイデン大統領
が欧州を歴訪したのも、そうした取り組みの1つであった 17。6月11日から13

日にかけて英国コーンウォールで行われたG7サミットや15日にブラッセル
で開かれた米・欧州連合（EU）サミットでは、新疆ウイグル自治区におけ
る人権・基本的自由や、香港のおける人権、自由および高度の自治の尊重が
訴えられるとともに、東シナ海および南シナ海における状況への深刻な懸念
が表明され、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調された。また、14日にブ
ラッセルで開かれた北大西洋条約機構（NATO）サミットでは「中国が表明
した野心と断定的な行動」を「ルールに基づく国際秩序」のみならず、「［NATO

の］同盟安全保障に関係のある分野」に対する「システミックな挑戦」と位
置付けた。また、欧州諸国とのインド太平洋の安全保障問題に関する連携は、
2021年、これらの国がインド太平洋に派遣した艦艇などとの共同訓練にも象
徴的に示された（第2節（１）参照）。

2021年、米国がインド太平洋の安全保障に関連して進めた関係国との連携
の1つとして注目されたのが、9月15日、ホワイトハウスにおいてバイデン
大統領が、オーストラリアのスコット・モリソン首相および英国のボリス・ジョ
ンソン首相と共同で公表した豪英米3国間安全保障パートナーシップ（AUKUS）
の創設である。同日、公表された共同声明によれば、AUKUSは「インド太
平洋に地域における外交、安全保障、および防衛協力を深化」するための「強

化された3国間安全保障パートナシップ」であり、「AUKUSの下での最初の
イニシアティブ」として打ち出されたのが、オーストラリア海軍向けの通常
兵器装備の原子力潜水艦の取得に関する3国の協力である。モリソン首相は、
原子力潜水艦の建造は原子力潜水艦の運用実績を持つ米英の支援を得て、オー
ストラリアのアデレードにおいて行う意向であると明らかにした。3国はオー
ストラリア海軍の原子力潜水艦能力を実現する上での「最適の経路」を検討
するため18カ月かけて協議を行うという。
なお、オーストラリア国防省によれば、オーストラリアは8隻の原子力潜
水艦を2040年代にかけてアデレードにあるオズボーン海軍工廠で建造する
予定であるという。11月22日にはキャンベラにおいて、原子力潜水艦を建造
するために必要となる原子炉を含む海軍原子力推進に関する情報の提供や管理、
保護などに関する海軍原子力推進情報交換協定が3国政府により締結された。
なお、モリソン首相、ピーター・ダットン国防相、マリズ・ペイン外相は、
AUKUS創設公表と同日の16日（オーストラリア時間）、AUKUS創設の趣旨
を説明したメディア声明において、米英の協力を得て原子力潜水艦を建造す
ることとしたことにともない、現有のコリンズ級通常動力型潜水艦6隻を更
新するため、フランスの防衛企業ネイバル・グループとの共同で進めてきた
アタック級通常動力型潜水艦の開発を中止することを明らかにした。
オーストラリア国防省原子力潜水艦タスクフォース長のジョナサン・ミー

ド海軍中将は、2021年10月30日、同省ウェブサイトに掲載したコメントに
おいて、原子力潜水艦導入決定の背景には、インド太平洋において「軍事近
代化が前例のないペースで起きて」おり、「能力が急速に進歩」、「これらの
射程・到達範囲が拡大」することで「我々の技術的な優位性が狭まって」い
るなど「インド太平洋における戦略環境の急激な悪化」があると説明した。ミー
ド中将によれば、こうした状況に対応するため、オーストラリア政府としては、
「より遠距離から潜在的な敵対者を脅かし、オーストラリアの国益を脅かす
ことのコストに関する彼らの計算に影響を与えることができる」原子力潜水
艦を含む「より能力の高い軍事力を整備」することとしたのだという。
ミード中将は、いずれの国による「前例のないペース」の「軍事近代化」
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に言及しているかは明らかにしていない。しかし、マイケル・ギルデイ米海
軍作戦部長が、2021年9月23日のウェビナーで、AUKUSは「太平洋におけ
る我々の戦力態勢に関連した、特に、中国に対する見事な一撃」と指摘した
ように、AUKUSによるオーストラリアへの原子力潜水艦の導入は、一般的
には中国を念頭にしたものと受け止められている。
さらには、AUKUSによって3国の軍の間の相互運用性が高まることも期

待されている。キャンベル・インド太平洋問題担当調整官は、2021年11月
19日、米国平和研究所における講演で、AUKUSにより、米英豪の軍、とり
わけ海軍では要員の交換などさらなる統合が進み、「ほぼ融合」するような
状況に進むとの見方を示した。
なお、AUKUSにおける原子力潜水艦に関する3国協力は対外的にも関心
を集めたが、AUKUSにおける協力はこれにとどまるものではない。9月15日
の共同声明は、AUKUSにおける協力項目として、①情報・技術共有の深化、
②安全保障・防衛関連の科学、技術、産業基盤、サプライチェーンの統合深化、
③安全保障・防衛能力に関する協力強化を挙げている。
具体的に言及されているのが、オーストラリアによる長距離打撃能力の獲
得である。モリソン首相らによる9月16日のメディア声明は、AUKUSに関

連して「オーストラリア
は長距離打撃能力を緊急
に取得する」として、オー
ストラリアが、トマホー
ク巡航ミサイル、統合空
対地スタンドオフミサイ
ル（ 射 程 延 長 型 ）
（JASSM-ER）、長距離対
艦ミサイル（射程延長型）
（LRASM）、射程400km

以上とされる陸軍向け精
密打撃誘導ミサイルの導

入に加え、空軍向けの極超音速ミサイルの開発について、米国と協力を進め
る意向を明らかにしている。
さらに、オーストラリア国防省は、2020年国防戦略アップデート（2020年

7月公表）で、長距離打撃能力の獲得に加えて、先進誘導兵器の国内製造能
力の確立を課題として掲げていたが、AUKUS創設公表翌日の9月16日、米
国務省において開かれた米豪外務防衛閣僚会議（AUSMIN）後に公表された
共同声明では、オーストラリアによる誘導兵器の国内製造能力に関して協議
が行われ、今後、両国が協力を進めることで一致したことが明らかにされて
いる。そのほか、この共同声明には、米豪国防省による研究開発試験評価に
関する協力が盛り込まれたほか、「先進防衛能力」共同開発の取り組みを拡
大するための「戦略的能力に関する協力と実施に関する主旨書」が調印され
たことも明記された。また、ブリンケン国務長官は、AUSMIN後の共同記者
会見において、AUKUSを通じて、米豪が、サイバー、人工知能（AI）、量子
技術、水中能力における協力を進めることを明らかにしている。

AUKUSには、いうまでもなく、対外政策上の目的も込められている。1つ
は英国との連携強化である。そのことは、バイデン大統領が、英豪首相とと
もにAUKUS創設を公表した際に、AUKUSが「主要な欧州諸国がインド太
平洋においてきわめて重要な役を担うという、より広範な傾向を反映している」
と指摘したことにも示されている。EU離脱後のグローバルな役割を模索す
る英国は、2021年3月に公表した「競争時代におけるグローバルブリテン」
報告書において「インド太平洋傾斜」を打ち出し、「軍による持続的関与と
より広範な安全保障能力構築支援」を通じたインド太平洋諸国との協力を強
化する意向を示したが、AUKUSはこうした英国の動きを取り込むものとなっ
ている。
一方のオーストラリアは、中国による「経済的強制」――「経済的影響力

をテコとして使い、標的となるアクターにコストを押し付けてその行動を変
えるともに、他が同様の行動を取らないようにする」（米国防省『2021年版
中国の軍事・安全保障動向』報告書）――の圧力を受けてきたとされる。特に、
2020年4月、モリソン首相が新型コロナウイルス感染症の起源を明らかにす

2021年9月15日、翌日のAUSMINに先立ち、オーストラ
リアのダットン国防相（左奥）を、米国防省に迎えるオー
スティン米国防長官（右奥）（DOD photo by Jim Garamone）



215214　

第
7
章

米
国

るための調査の必要性を指摘したことを契機に、中国は、オーストラリアに
対して「経済に対する全面攻撃」とも評される、関税の大幅強化や輸入制限
を含む措置を取ってきた 18。これに対して、キャンベル・インド太平洋問題担
当調整官は、『シドニー・モーニング・ヘラルド』2021年3月16日付でのイ
ンタビューで、米国は、中国がオーストラリアに対して経済的強制を行って
いる間は対中関係を改善するつもりはない、との意向を中国に伝え、バイデ
ン大統領自身も3月12日の日米豪印首脳テレビ会議において同様のメッセー
ジをモリソン首相に伝えていたことを明らかにした。さらに、AUSMIN後の
共同記者会見において、ブリンケン国務長官が、中国によるオーストラリア
に対する「経済的強制」に触れた後に「米国は、オーストラリアを、フィー
ルド――あるいはピッチというべきかもしれないが――に1人取り残すこと
をしない」と述べたのも、中国の経済的強制の標的となったオーストラリア
を支えるとの考慮がAUKUSには込められていることを強調したものである。
そして、そこには、中国の経済的強制に直面した同盟国を支えることに、米
国の国際的リーダーシップの今後がかかっているとの認識があるものと思わ
れる 19。

2　インド太平洋における米国の軍事力

（1）西太平洋における軍事力の展開
2020年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けてさまざまな演習
が中止や延期、あるいは規模が縮小された。その中には、西太平洋に展開中
に艦内で感染者が発生したことで展開を一時中断した空母セオドア・ルーズ
ベルトのような例も見られた。これに対して2021年には、ワクチン接種が
急速に進み感染状況も落ち着きを見せたこともあり、同盟国部隊の参加を含
む各種の大規模な演習や、西太平洋への艦艇の活発な展開が見られた。また、
これらの中では、中国やロシアの大国とのハイエンドな戦闘を想定したとお
もわれる訓練や部隊実験なども行われた。

5月3日から14日にかけてアラスカにおいてノーザンエッジ2021（NE 21）
演習が行われた。NE 21は「ハイエンドで、現実的な戦闘訓練」を目的とし
てインド太平洋軍が主催、太平洋空軍が主導して行われた演習である。NE 

21には米空軍のみならず、陸軍、海軍、海兵隊の米軍の各軍種が参加した。
5月11日には「大規模戦力運用訓練」の一環として、空挺旅団が滑走路を確
保した上で、輸送機で展開した高機動ロケット砲システム（HIMARS）中隊
が射撃を行う訓練を行った。また、NE 21と連携して5月10日から14日にか
けて行われたライトニングエッジ演習において、ハワイに所在する第25歩兵
師団は、ワシントン州統合基地ルイス・マッコードのマルチドメイン・タス
クフォース（MDTF）（MDTFについては（２）参照）と全ドメイン作戦セ
ンター（ADOC）を通じて接続し、共通作戦状況図（COP）を確立して、オ
アフ島上の仮想目標に対する攻撃を行うという訓練を実施したという。この
ADOCは、2021年3月の陸軍参謀総長文書「陸軍マルチドメイン・トランス
フォーメーション」において「全ドメインにおける敵対国との接触の24時間・
週7日間の監視を可能」とするMDTFの「指揮ノード」として開発中とされ
ており、今回の演習においてその能力の検証を行ったことになる。
また、NE 21には空母セオドア・ルーズベルトを中心とする空母打撃群（CSG）
と、強襲揚陸艦マキンアイランドを中心とする両用即応群（ARG）も参加した。
これらは、地球温暖化により北極部における艦艇の作戦が可能となった場合
に備えた訓練であり、米海軍は、CSGとARGのNE 21参加は「能力のより
高い北極圏戦力を構築」するという、2021年1月5日に海軍省より公表され
た戦略文書「ブルー・アークティック」（2021年1月）の方針を反映したも
のと説明している。
また、「大国間競争レベルの脅威の複雑さと、現実に即した試験データを

採取する上で必要となる軍種間の相互運用性を組み合わせた、一握りしかな
い演習の1つ」というNE 21の特性を生かして、ハイエンドな戦闘を想定し
た装備の運用評価も行われた。その1つとして、F-15戦闘機に搭載する計画
で開発された、電磁波を探知して戦闘空間の脅威の全周監視を行い、迅速に
対抗措置を講ずることができる最新鋭の電子戦・電子防御システム、イーグル・
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パッシブ・アクティブ警
報 生 残 性 シ ス テ ム
（EPAWSS）の性能評価が、
実際にEPAWSSを搭載し
た F-15EXと F-15Eによ
り行われた。なお、2020

年12月31日、空軍は、
EPAWSSの低率初期生産
をボーイングに発注した
ことを明らかにしている。
また、NE 21において

は、空軍が開発中の極超
音速滑空兵器、空中発射緊急対応兵器（ARRW）に係る、目標発見から発射
までのプロセス、いわゆるキルチェーンを検証するための実験も行われた。
B-52爆撃機が、1,000海里（1,852km）以上離れた場所のセンサーから、全ド
メイン作戦能力（ADOC-E）を経由して目標情報を受領し、600海里離れた
目標に対してARRWの模擬発射を実施したという。

NE 21に引き続きインド太平洋軍は、8月2日から27日にかけて「グロー
バルなパートナーとともに、インド太平洋において行われる」大規模グロー
バル演習2021（LSGE 21）（防衛省においては「大規模広域訓練2021」と呼称）
を主催した。「グローバルなパートナー」とともに行うことが強調された
LSGE 21には、オーストラリアや日本といった地域の同盟国のみならず空母
クイーン・エリザベスを中心とする英国空母打撃群（CSG-21）をインド太
平洋に展開した英国も参加した。特に、8月20日からフィリピン海においては、
英国のCSG-21と、米強襲揚陸艦アメリカを中心とする遠征打撃群（ESG）
による共同訓練が行われたが、クイーン・エリザベスにはF-35Bを装備する
英空軍の第617飛行中隊と米海兵隊の第211海兵戦闘攻撃中隊のF-35Bが搭
載され、アメリカの第121海兵戦闘攻撃中隊のF-35Bとあわせて「2隻空母、
3個F-35中隊分の能力」を結集したものと強調された。8月13・14日、マリ

アナ諸島の無人島ファラリョン・デ・メディニラにおいて行われたアメリカ
ESGとCSG-21による火力支援調整訓練においては、第31海兵遠征部隊の統
合末端攻撃統制官（JTAC）の誘導により、F-35Bによる対地攻撃やCSG-21

に参加の蘭フリゲート・エファーツェンによる艦砲射撃の訓練が実施された。
さらに、20日にはアメリカESGとCSG-21の艦載機による「多国間高度航空
訓練」が、22日から24日には「48時間の持続的な離発着訓練」が実施された。
24日には、嘉手納空軍基地所属の米空軍KC-135空中給油機やF-15C戦闘機、
護衛艦「いせ」をはじめとする自衛隊の艦艇・航空機なども、アメリカESG

およびCSG-21との訓練を実施した。26日には、8月2日にサンディエゴを出
港していたカール・ビンソンCSGと、CSG-21から、F-35C・F-35Bを含む
それぞれの艦載機が発進し、フィリピン海において共同飛行訓練を行った。

LSGE 21の枠組みにおいては、当初2020年夏に予定されていたものの新
型コロナウイルス感染症の感染拡大により延期された大規模演習2020（LSE 

2020）が、大規模演習2021（LSE 2021）として2021年8月3日から16日に
かけて実施された。LSE 2021は新しい戦闘コンセプトを評価・検証すること
を目的として米海軍・海兵隊により行われた。太平洋、大西洋、地中海で5

個艦隊、5個空母打撃群（CSG）、4個両用即応群（ARG）が参加するなど、
近年例を見ない規模のものであり、「我々の艦隊［複数］が、地球をまたがっ
て作戦を同期させ、一体化する能力を示した」（スティーブ・ケーラー第3艦
隊司令官）ものとされる。また、訓練海域から離れた場所において接岸した
まま演習に参加する艦艇や、あるいはコンピューター上の仮想空間に生成さ
れた艦艇・部隊も参加する実動・バーチャル・コンストラクティブ（LVC）
演習として実施された点も特徴である。

LSE 2021に参加した第3艦隊（カリフォルニア州サンディエゴ）や第2艦
隊（バージニア州ノーフォーク）は、同演習の期間中、それぞれの司令部を
ハワイの統合基地パールハーバー・ヒッカム、あるいは、ノーフォーク近郊
の基地内に移し、屋外に設営したテント内の遠征海上作戦センターからそれ
ぞれの指揮を行った。隊員が「戦時に近い状況で演練」するこうした取り組
みは、彼らを「［平時の］兵営モードから戦時シナリオに没入させる」ため

2021年10月6日、南シナ海に展開した英空母クイーン・
エリザベス搭載の米第211海兵戦闘攻撃中隊所属F-35B
（Photo by 1st Lt. Zachary Bodner, 3rd Marine Aircraft Wing）
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のものだとされるが、固定的な米軍の指揮施設が攻撃の対象となり得る大国
との紛争を想定しているものであることをうかがわせるものとなっている。
また、LSE 2021では8月15日に、海兵沿海域連隊（MLR）への改編を予

定している第12海兵連隊第1大隊が、LCACとMV-22Bによりハワイ・カウ
アイ島のバーキングサンズ射場に海軍・海兵隊遠征対艦阻止システム（NMESIS）
を機動展開した上で、洋上の標的艦に対し海軍打撃（NSM）の射撃を実施し
た。これまでの海兵隊が海洋戦域を想定した訓練・演習においてHIMARSを
用いたことはあったものの、輸送機やエアクッション型揚陸艇（LCAC）で
HIMARSを緊急展開すること自体に目的を置いたものや、対艦攻撃能力のな
い対地ロケット弾や訓練弾を発射したものであったが、LSE 2021において対
艦ミサイルであるNSMの実射訓練が行われ、実際に100海里を飛行して標
的艦に着弾したことは、海兵隊の対艦攻撃能力の獲得に向けて着実に進捗し
ていることを示すものであった（MLR、NMESIS、NSMについては（２）
で詳述）。
米海軍は、LSE 2021を冷戦期以来の規模で行われた演習と説明しているが、

重要なのは単純な規模ではなく、太平洋、大西洋、地中海と「地球をまたがっ
て」作戦を統合して行われた点である。それは、中国との武力紛争になった
際に、ロシアがこれに呼応してなんらかの事態を引き起こすというといった、
太平洋と欧州の2正面の事態への対応を念頭に置いたものであるとみられて
いるためである 20。
複数の地域・統合軍をまたがって発生する複合的な事態への対処は、2015

年10月から12月にかけて上院軍事委員会において国防省改革に関して行わ
れた公聴会のテーマの1つであり、その結果、2017会計年度国防授権法（2016

年12月23日成立）により、JCS議長の役割に「グローバルな軍事力の統合」
に関する助言と戦力の移転・配置案の作成が追加された 21。同法の制定を受け
て統合参謀本部では、グローバル統合作戦（GIO）に関する検討が進められた。
2018年4月、『統合軍クォータリー』への寄稿で、当時のダンフォード JCS

議長は「ほとんどの危機を1つの地域にとどめることができる」という「前
提がもはや当てはまらない」と述べ 22、さらに、ダン・オドノヒュー統合参謀

本部 J7（統合戦力開発）部長も、2018年10月31日、米国防大学における会
議で「我々にとっての脅威」が「グローバルな努力の統一をもって行動」す
る懸念を挙げてGIOの必要性を説明しているのも、危機時に中露が連携する
おそれに言及したものである 23。そして、GIOに関連して、2017年10月以降、
複数の統合軍が参加するグローバル統合演習（GIE）が、あるいは、2019年
からは新興技術を踏まえて行うグローバル統合ウォーゲーム（GIWG）が実
施されているが、LSE 2021もGIEの1つであると位置付けられている 24。
さらに、LSE 2021を包含したLSGE 21については2021会計年度予算要求

には計上されてはいなかったが、2022会計年度予算要求には計上され、2026

会計年度にかけて毎年開催される予定となっている。また、LSGE 21はイン
ド太平洋軍が主催し、地理的にも西太平洋に主眼をおいたものであったが、
2022会計年度以降については、「グローバルな規模で戦闘計画を演練するた
めに、複数の統合軍を同盟国・パートナー国とつなげる」（下線部筆者）も
のへと拡大する予定で、GIEと同様に「地理的に離れた区域」に分散した米
軍戦力の「グローバルな統合」を重視したものとなるもようである。
さらに、2021年には南シナ海への米海軍艦艇の展開も活発に行われた（表

7-1参照）。2月には、中東・ソマリア沖への展開からの帰途のニミッツCSGと、
2020年12月にサンディエゴを出発したセオドア・ルーズベルトCSGが南シ
ナ海において2個CSG同時展開を行った。また、4月にはセオドア・ルーズ
ベルトCSGと、F-35Bを搭載したマキン・アイランドESGによる同時展開も
行われている。また、カール・ビンソン、ロナルド・レーガン、セオドア・ルー
ズベルトの各CSGによる単独の展開も行われている。さらには、10月には、
カール・ビンソンCSGが、海上自衛隊「かが」とともに、南シナ海で共同訓
練を実施している。ロナルド・レーガンCSGが米軍のアフガニスタン撤退を
支援するために6月下旬から9月中旬にかけて中東地域に展開していたにも
かかわらず、活発な活動が維持されたといえよう。
また、南シナ海の東西に位置するベンガル湾とフィリピン海においては、

LSGE 21の枠組みで行われたものも含み米国を中心とする海軍力による活発
な活動が展開された。10月3日には、フィリピン海においてレーガンCSGと
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9月24日～
26日頃

ロナルド・
レーガン
CSG
（RRNCSG）

RRNCSG、中東への展開の帰途、9月24日マラッカ海峡を通過し
て南シナ海に進入。南シナ海では艦載機の離発着訓練、海上打撃
演習、対戦作戦、戦術訓練などを実施。26日頃までは南シナ海で
活動し、フィリピン海に移動。

10月～ 
11月23日

駆逐艦�
ミリウス

10月19日～23日、護衛艦「あきづき」と南シナ海で共同訓練を
実施。30日、VINCSG、護衛艦「かが」、「むらさめ」とともに南
シナ海を航行（下の項目参照）。11月14日～17日、護衛艦「かが」、
「むらさめ」と南シナ海で共同訓練を実施。20日には、駆逐艦チャ
フィーと小型艇運用訓練を実施。23日、台湾海峡を通過。

10月24日
～11月6日

カール・�
ビンソン
CSG
（VINCSG）

ベンガル湾で実施された日米豪英共同訓練に参加後、10月24日に
南シナ海に進入。25日～27日、艦載機の離発着訓練を実施。30日、
カール・ビンソン、巡洋艦シャイロー、レイクシャンプレイン、
駆逐艦ミリウスは、護衛艦「かが」、「むらさめ」と南シナ海を航行。
11月2日・3日、スールー海で活動を行い、4日には南シナ海にふ
たたび移動。6日まで南シナ海で活動を行った後、7日にはフィリ
ピン海に移動、11日にグアムに寄港。

10月下旬～
11月17日

LCS�
ジャクソン

10月28日、南シナ海において、護衛艦「ゆうだち」と共同訓練
を実施、2艦でSAGを編成。11月17日まで南シナ海で行動し、18
日にはフィリピン海に移動。

11月～
12月

駆逐艦�
チャフィー

南シナ海において、洋上補給（11月9日、17日、23日、30日、12
月6日）、艦載機の離発着訓練（11月16日）、対テロ戦力防護訓練
（11月27日、12月1日）などを実施。

（注）「航行の自由」作戦および台湾海峡通過の事例については表7-2を参照。
（出所）�米海軍公表資料、Fleet Tracker（https://news.usni.org/category/fleet-tracker）などよ

り執筆者作成。

カール・ビンソンCSGは、海上自衛隊「いせ」やCSG-21とともに、「複数空
母打撃群による作戦」を実施した。さらに、米海軍の公表資料によれば、11
月21日から30日にかけては、カール・ビンソンCSGは、フィリピン海にお
いて、日本、オーストラリア、カナダ、ドイツの海軍艦艇とともに多国籍演
習を実施した。また、同CSGは、10月11日から14日にかけてベンガル湾で
行われたマラバール2021演習フェーズ2に参加し、インド海軍の艦艇・航空機、
海上自衛隊の「かが」、「むらさめ」、オーストラリア海軍フリゲートなどと
共同訓練を実施した。引き続き15日から18日にかけては、マラバール演習
フェーズ2に参加した米、英、豪の部隊に、英国のCSG-21を加えて日米豪英
共同訓練がベンガル湾で実施されている。

表7-1　米海軍艦艇による南シナ海への展開（2021年）

実施時期 実施艦艇 行動の概要

1月23日～
25日

セオドア・
ルーズベルト
CSG
（TRCSG）

TRCSG（2020年12月23日、サンディエゴ出港）は、1月23日、
南シナ海での「ルーティン訓練」のため南シナ海に進入、艦載機
の離発着訓練などを実施。

2月5日～
18日頃

ニミッツ
CSG
（NIMCSG）、
セオドア・
ルーズベルト
CSG
（TRCSG）

2月5日、NIMCSG、中東・インド洋・ソマリア沖展開（2020年
7月24日～2021年1月29日頃）からの帰途マラッカ海峡を通過、
南シナ海に進入。8日、バイデン大統領、南シナ海で行動中の
NIMCSG司令官と数名の乗組員を電話で激励。9日頃、TRCSG、
南シナ海に進入、南シナ海においてNIMCSGとTRCSGによる2
個CSG同時展開実施。10日、NIMCSGはフィリピン海に移動。
TRCSGは引き続き17日頃までの間、南シナ海で離発着訓練など
を実施し、太平洋に移動。

4月4日～
12日

セオドア・
ルーズベルト
CSG
（TRCSG）、
マキン・アイ
ランドARG
（MKIARG）

4月4日、TRCSGが南シナ海に進入。6日・7日、マレーシア空軍
と共同訓練実施。8日頃、MKIARGはソマリア沖・中東展開（2020
年12月21日～2021年3月31日）からの帰途、南シナ海に進入、
同日、マキン・アイランド搭載のF-35Bが南シナ海でシンガポー
ル空軍F-15SG、F-16D戦闘機と共同訓練実施。9日、TRCSGと
MKIARGは南シナ海で合流し「遠征打撃部隊」訓練を実施。その後、
TRCSG、MKIARGとも南シナ海で訓練を実施し、太平洋に移動し、
5月下旬にはサンディエゴに帰投。

6月14日～
18日

ロナルド・
レーガン
CSG
（RRNCSG）

RRNCSGは5月19日に横須賀を出港、フィリピン海での海上自
衛隊護衛艦「いせ」との共同訓練などを経て、6月14日に南シナ
海に進入。17日、シンガポール海軍フリゲートおよびコルベット
と共同訓練を実施。18日、マラッカ海峡を通過し、インド洋上で
のインド海軍との共同訓練の後、アフガニスタン撤退を支援する
ため中東に展開（6月25日～9月17日）。

7月6日頃 
～10日頃

沿海域戦闘艦
（LCS）タルサ、
駆逐艦キッド

7月9日、LCSタルサ、駆逐艦キッドなどが南シナ海で航行中に水
上戦闘群（SAG）を編成、対水上戦、対機雷戦、対潜戦を演練。

8月上旬 
～末

LCSタルサ

8月4日、タルサ、南シナ海で補給艦ティペカヌーより洋上給油を
実施。10日～20日に行われたSEACAT演習に参加。23日、ハリ
ス副大統領、チャンギ軍港寄港中のタルサを訪問。30日頃まで南
シナ海で活動。

9月5日頃 
～14日

カール・�
ビンソン
CSG
（VINCSG）

横須賀寄港（8月28日～31日）後、9月5日には「インド太平洋
におけるルーティンのプレゼンスの一環」として南シナ海に展開。
沖縄で補給を受けた（9月2日・3日）のち、南シナ海に戻ったタ
ルサが、7日、VINCSGの一部として行動。LCSがCSGに加わる
のは初。VINCSGは、14日まで南シナ海で活動し、フィリピン海
に移動。



223222　

第
7
章

米
国

7月12日   （航行④）、
     28日   （台湾⑦）

ベンフォールド

7月7日までフィリピン海においてシンガポール海軍
との共同訓練に参加後、南シナ海に進入。12日、パ
ラセル諸島付近で「航行の自由」作戦を実施。同日、
キッドと南シナ海を航行。その後、洋上補給（26日）
を含む「恒常的活動」を南シナ海で実施。28日、台
湾海峡を通過、29日、東シナ海で活動。

8月27日   （台湾⑧） キッド
8月27日、沿岸警備隊大型海上保安カッター・マン
ローとともに台湾海峡通過。

9月8日     （航行⑤） ベンフォールド
9月2日、南シナ海において活動。8日、スプラトリー
諸島（ミスチーフ礁から12海里以内）で「航行の自
由」作戦を実施。 

9月17日   （台湾⑨） バリー
フィリピン海で活動後、9月17日に台湾海峡通過、
さらに東シナ海に移動。

10月14日・15日
               （台湾⑩）

デューイ
カナダ海軍フリゲート・ウィニペグとともに台湾海
峡を通過。

11月23日（台湾⑪） ミリウス
ミリウス、南シナ海での活動の後（表7-1参照）、台
湾海峡を通過、東シナ海に移動。

（注1）日付は公表資料に示された日付。
（注2）�括弧内の「台湾」は台湾海峡通過、「航行」は「航行の自由」作戦を示す。それぞれに

続く丸数字は2021年に入ってからの回数を示す。
（注3）実施艦艇はすべてアーレイバーク級駆逐艦。
（出所）米海軍公表資料などより執筆者作成。

（2）太平洋抑止イニシアティブ（PDI）と戦力態勢強化
トランプ政権の国防省において作成された2018年の国家防衛戦略（NDS）
は、「米国の安全保障に対する脅威の大きさ」ゆえに、中国、そして、ロシ
アとの「長期的、戦略的な競争」への対応が国防省にとっての「主たる優先
事項」と位置付けた。さらに、マティスの後任の国防長官、マーク・エスパー
は、2020年8月26日の演説でNDSに触れ、「国防省全体を中国に集中させる」
ことを「10大目標の1つ」としていた。バイデン政権のオースティン国防長
官も、2021年1月19日、上院軍事委員会で開かれた自身の承認公聴会に提出
した陳述書において、トランプ前政権において作成されたNDSを「大国間
競争をグローバルな安全保障環境を動かす主要な挑戦であると正しく認めた」
と高く評価した上で、「中国が最優先課題であると信じる」と述べ、中国の

また、トランプ政権においては南シナ海における米海軍艦艇による「航行
の自由」作戦や海軍艦艇による台湾海峡通過が活発に行われるようになったが、
これらは政権交代後も引き続き行われている（表7-2参照）。米海軍の公表な
どによれば、南シナ海での「航行の自由」作戦は2021年において5回実施さ
れ、台湾海峡通過については、2021年において11回実施された（いずれも政
権交代より後に実施）。これらの行動を米海軍自身が逐次、個別的に公表す
るようになっていることに、この地域の安定に対するコミットメントを示そ
うという意欲が表れているとみることができよう。

表7-2　米海軍艦艇による台湾海峡通過と南シナ海における「航行の自由」作戦 
             （2021年）

   実施日（注1）、（注2） 実施艦艇（注3） 行動の概要

2月4日   （台湾①）、
     5日   （航行①）

ジョン・S・
マケイン

2月4日に台湾海峡通過、5日にパラセル諸島付近で
「航行の自由」作戦実施。9日、2個CSG同時展開を
行うNIMCSG・TRCSGとともに南シナ海で行動。
10日はフィリピン海に移動。

2月17日（航行②） ラッセル

TRCSGの一部として2月9日頃、南シナ海に進入。
9日、南シナ海においてNIMCSGとの2個CSG同時
展開に参加。17日、スプラトリー諸島付近で「航行
の自由」作戦実施。

2月24日（台湾②）
カーチス・
ウィルバー

2月24日、台湾海峡を通過。

3月10日（台湾③） ジョン・フィン
3月9日～10日、太平洋から東シナ海に移動。10日、
台湾海峡を通過。11日～12日、南シナ海から太平洋
に移動。

4月7日   （台湾④）
ジョン・S・
マケイン

4月7日に台湾海峡を通過後、南シナ海において活動。

5月18日（台湾⑤）、
     20日（航行③）、
6月22日（台湾⑥）

カーチス・
ウィルバー

5月18日に台湾海峡通過、20日にパラセル諸島付近
で「航行の自由」作戦を実施。その後、南シナ海で
洋上補給（5月23日、6月6日）を含む活動を継続。
6月6日～11日、南シナ海において、オーストラリ
ア海軍フリゲート・バララットとともに共同海上作
戦を実施。22日、台湾海峡を通過。23日、フィリピ
ン海において洋上補給を実施したのち、24日、南シ
ナ海において海洋観測艦ビクトリアスとともに活動。
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脅威への対応を優先させる意向を示していた。
このように、中国の脅威への対応を優先することは、トランプ政権からバ
イデン政権にかけて国防省における一貫した方針となっているが、問題はそ
の実現であり「NDSは概ね正しい優先順位や目標を反映しているが、適切な
投資に裏付けられていない」（国家防衛戦略委員会報告書）との懸念も当初
より示されていた 25。ジム・インホーフ上院軍事委員会少数党筆頭委員とジャッ
ク・リード同委員長は、NDSの実現について「現時点までの進捗は、求めら
れている『相当の規模の、喫緊の変革』を達成する上では不十分」とし、ア
ジアにおいて「信憑性のある軍事力のバランスを維持」する「米国の能力が
危うくなっている」との見方を示していた 26。
こうした懸念が、議会が、2021会計年度国防授権法（2021年1月1日成立）

第1251条において、太平洋抑止イニシアティブ（PDI）に関する規定を設け
た背景にある。このPDIは、インド太平洋地域における米国の抑止・防衛態
勢強化、同盟国・パートナー国に対する安心供与、インド太平洋地域におけ
る能力・即応態勢増強を目的として、国防長官が設置するもので、表7-3に
示す5つのカテゴリーにおいてインド太平洋における米軍のデザインと態勢
を改善するため優先された活動を行うものとされている。
さらに、第1251条は、PDIに関連し、国防長官が、インド太平洋軍司令官

との協議の上、予算要求に係る年度とそれに続く最低4カ年度に係る活動計画、
経費見積、作業の進捗具合、米軍の能力に対するリスクを軽減するために必
要となる活動・資源・能力・インフラストラクチャー・兵站所要や、作業の
タイムラインなどを報告書にまとめ、2021年2月15日までに（その後は毎年）
議会に提出することを求めている。また、第1251条では、国防省が毎年予
算要求を議会に提出する際には、PDIの趣旨に合致する項目については、上
に挙げた5つの項目に分類・整理して呈示することが定められている。
議会が、インド太平洋への軍事的な投資に係る情報提供を国防省に求めた

のはPDIが初めてではない。2021会計年度国防授権法の前年度である2020

会計年度の国防授権法（2019年12月に成立）第1253条は、インド太平洋で
のNDSの実施、中国に対する軍事的優位性の維持・回復、緊急事態計画実
行に係るリスクの軽減のために、2022～26会計年度にかけて実施する活動と
必要な資源に関して独立した評価を行い、2020年3月15日までに議会に報告
することをインド太平洋軍司令官に求めていた。これに対して、フィリップ・
デービッドソン・インド太平洋軍司令官は、2020年4月1日、「優位性の再獲得」
と題する報告書（以下、第1253条独立評価報告）を議会に提出し、統合軍
戦闘力の向上、戦力デザイン・態勢、同盟国・パートナー強化、演習・実証
実験・イノベーション、兵站・安全保障イネイブラーの5分野において、
2021会計年度については16億ドル、2022～26会計年度については、184億ド
ルの要求が示されていた。

PDIは、それ自体が予算の増額を意味するものではない。PDIは、国防省
の各軍種・各機関がそれぞれ予算要求に計上するもののうちPDIの趣旨に合
致するものをタグ付けすることで、省全体でインド太平洋に関連してどの程
度の投資を行おうとしているのかを把握しやすくするためのものである。
2020年12月3日、上下院の軍事委員会代表者が両院合同委員会を開いて
2021会計年度国防授権法案に関する交渉を行った結果をまとめた報告書が
PDIの意義について「地域的なミッションと統合軍指揮官の優先順位にそっ
て予算データが整理・提示されることは、国防省と議会が国防戦略実現の進
捗具合を評価する上で不可欠」であると説明しているのもこのことを指して

（出所）William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, �
          Public Law 116-283, 116th Cong., 2nd sess. (January 1, 2021), § 1251 (b).

表7-3　太平洋抑止イニシアティブ（PDI）における重点項目

米軍プレゼンスの近代化・強化

兵站・維持能力および事前集積（装備、弾薬、燃料、需品）の改善

演習・訓練・実験・イノベーションプログラムの実施

米軍の反応性・強靭性強化のためのインフラストラクチャー改善

同盟国およびパートナー国の防衛・治安の能力・規模・協力の構築

太
平
洋
抑
止
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
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て批判がなされている 29。また、そもそも、国防省は、上記のPDI予算要求資
料が、インド太平洋に向けられた資源配分の全体像を示しているわけではな
いことを認めている。その意味では、PDIについては、議会が期待した「予
算の透明性と監視の強化」（上院軍事委員会）という点で不十分であり「議
会自身が国防省の太平洋抑止予算要求を書き直すべき」との批判も、そうし
た点を指摘したものであった。
しかしながら、PDI予算要求資料が議会の期待に沿ったものではなかった

としても、2022会計年度予算要求においてインド太平洋における軍事態勢の
強化が明らかとなっている分野もみられる。その1つがグアムの防衛強化で
ある。
デービッドソン・インド太平洋軍司令官は、2021年3月9日の上院軍事委
員会公聴会で、グアムは17万の米国市民が居住する米国海外領土であり、同
時に、戦略的深水港、大規模な燃料や弾薬貯蔵庫、指揮統制施設であり、「戦
力投射のための主要な飛行場」であるが、そのグアムが「いまや攻撃目標となっ
ている」として、グアムの防衛強化を訴え、「グアムにおける360度の持続的
防空・ミサイル防衛能力」としてグアム防衛システム（GDS）の構築を提案
した。デービッドソンによれば、GDSは、弾道ミサイルだけではなく、巡航
ミサイル、さらには極超音速兵器へも対処するもので、「グアムや北マリア

いる 27。本来、地域別に項目分けされていない各軍種・機関の予算要求を、特
定の地域別に整理し直して議会に提示させることで予算の「見える化」を図
るというアプローチは、2016会計年度以降の国防省予算要求の一部として予
算要求がなされてきた欧州抑止イニシアティブ（EDI）でも使われており、
PDIはEDIの例にならったものである。

2021会計年度国防授権法を受けて、2021年5月末に国防省が議会に提出し
た2022会計年度予算要求においては、PDI関係経費が独立した予算要求資料
として取りまとめられ、約50.8億ドルが計上された 28。同法が定めたPDIの重
点項目からも看取できるように、PDIは、米軍の戦力をどこにどのように配
置し、それをどのように兵站上維持するかということを明らかにすることを
重点としている。それは、2018年のNDSが掲げる「大規模で、集中し、抗
堪化されないインフラストラクチャー」から「より小さく、分散し、強靭で
適応的な基地体制」への移行と合致している。インド太平洋における戦力態
勢について2020年4月の第1253条独立評価報告は、前方展開戦力を「戦闘
力と生残性をバランス」させる分散型の配置とし、「縦深防衛を行うため適
切に配置する」と述べ、さらに「前方配備される海空軍戦力は遠征飛行場・
港湾に分散する能力を必要とする」との考えを明らかにしていた。さらに、
評価報告は、こうした考えに基づき米軍の戦力態勢を変えていくために、合
衆国領土、オセアニア・太平洋島嶼国、東南アジアに区分し、2021会計年度
から2026会計年度の6年間で合計約58.6億ドルの投資が必要であるとの見積
を具体的に示していた。
しかしながら、こうした戦力態勢の問題は2021年5月末に国防省が議会に

提出したPDI予算要求資料ではほぼ触れられていない。その一方で、PDI関
係経費約50.8億ドルのうち96パーセントが、装備の近代化を意味する項目「統
合軍戦闘力」が割り当てられており、その中にはF-35B/C戦闘機改良に10.2

億ドル、アーレ―バーク級駆逐艦改良に20.2億ドルなどが含まれている。こ
うしたPDIの内容については、議会関係者からも「重要なプラットフォーム
であるが、戦域態勢とそれを支える兵站なしには究極的には役に立たない」
として、PDI予算要求資料が戦力態勢に係る説明を行っていないことに対し

表7-4　グアム防衛システム（GDS）に関する予算要求の展開

FY2021
国防省予算要求
（2020年2月）

第1253条
独立評価報告
（2020年4月）

FY2021
国防授権法

（2021年1月1日）

FY2022
国防省予算要求
（2021年5月）

―

FY2021におい
て7,700万ドル、
FY2022～26に
おいて15.9億ド
ルを見積もり

―
（上院案では、
GDS経費7,680
万ドルが盛り込ま
れたが、両院協議
会において見送り）

1億1,830万ドル
（検討中の各IAMDアーキテクチャー
に共通の品目調達費として4,000万
ドル、巡航・弾道・極超音速ミサイ
ル脅威に対してグアムにおいて
IAMD開発を行うための研究開発試
験・評価費として7,830万ドル）

（出所）各年度ミサイル防衛局予算要求、国防授権法などより執筆者作成。
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ないが、それでは我々の求めるものには不足」であり、脅威の幅を考えれば「自
ずとマルチミッションシステム」となると述べている。また、ヒルMDA長
官は、極超音速兵器の対処能力があるとされる陸軍の下層防空ミサイル防衛
センサー（LTAMDS）や、巡航ミサイル・弾道ミサイル両方に対応可能な海
軍のSPY-6レーダ、さらに陸軍のTHAADをGDSに統合する可能性について
も言及している。MDAの2022会計年度予算要求には、研究開発試験・評価
（RDT&E）費として「陸海軍のアセットの統合強化推進を図るため」として、
陸軍が持つ多様なセンサーとシューターを連接する IAMD戦闘指揮システム
（IBCS）、海軍のイージス兵器システム（AWS）、指揮統制戦闘管理通信
（C2BMC）システムを連接するための統合目標追尾管理能力（JTMC）ブリッ
ジ開発が含まれている 32。この背景には、米国が開発したミサイル防衛用シス
テムには、それぞれに固有の指揮統制アーキテクチャーが個別に開発されて
きたことがある。デービッドソンの前任のインド太平洋軍司令官、ハリー・
ハリス元駐韓米大使は、そうしたストーブパイプ的な状況は「先進的な21世
紀のミサイルを持つ敵」に対した場合、「最初の接触で作戦失敗を約束され
ている」ようなものだと警告し、極超音速・巡航・弾道ミサイルの脅威に対
処するためには「サイバー・宇宙を含む複数のドメインをまたがる大幅なセ
ンサー・兵器の統合」が必要であると指摘した 33。
また、インド太平洋における軍事態勢の強化については海兵隊や陸軍にお

いても新しい展開が見られた。海兵隊は、2019年7月に就任したデービッド・
バーガー総司令官の下「中国がもたらす、圧倒的に海洋の脅威」（バーガー
総司令官）に対応することを主眼として、A2/AD脅威圏の内部において作戦
を持続することを目指す、遠征前方基地作戦（EABO）構想を実現するため
の施策を進めている。歩兵大隊とこれを支援する中型ヘリコプター部隊や攻
撃ヘリコプター部隊、榴弾砲部隊の削減、戦車中隊の全廃、長距離対艦攻撃
能力を強化するためのロケット中隊の大幅増強などもその一環である。2021

年2月には、EABOにおける作戦の要領やこれに関わる各種部隊の編制表な
どを示した「遠征前方基地作戦暫定マニュアル」を公表した 34。
特に、今後の海兵隊改編の「主努力正面」とされるのが、インド太平洋を

ナ連邦等のまわりを周航している」中国海軍の水上任務部隊や潜水艦による
脅威に対するため360度の全周対処を想定している。そして、2021年5月末
に議会に提出された2022会計年度国防省予算要求では、ミサイル防衛庁
（MDA）分としてはじめてGDS関係経費1億1,830万ドルが計上された 30（表
7-4参照）。
グアムの防衛強化は、その1年前の2020年4月にデービッドソン司令官が
議会に提出した第1253条独立評価報告でも本土防衛システム―グアム
（HDS-G）として提案されており、2021会計年度に7,700万ドル、2022～26

会計年度に15.9億ドルが必要と見積もられていた。ただし、同時期に議会に
提出されていた2021会計年度国防省予算要求には計上されてはいなかったが、
インド太平洋軍司令官が同年度要求にあわせて議会に提出した、未計上優先
項目リスト（UPL）（各軍種・統合軍・州兵局・MDAから、予算枠の関係で
予算要求には計上しないものの、必要性があるものについて上下院の軍事委
員会および歳出委員会に対して情報提供することが求められるもの）には載
せられていた 31。それに対して、2021会計年度国防授権法では、インド太平洋
軍の要望を容れて上院案に7,680万ドルが盛り込まれたが、両院協議会での
交渉の結果見送りとなった。MDA分ではあるが、ようやく2022会計年度予
算にGDS経費が計上されたことで、グアムの防衛強化が緒に就くことになった。
ただし、GDSは、巡航・弾道・極超音速ミサイルの脅威に対して360度全
周対処できることが期待されることから、それを構成すべきコンポーネント
については検討中である。議会においては、2021会計年度国防授権法第1650

条で、国防長官に対して、グアムに対する弾道・極超音速・巡航ミサイルの
脅威に対する防衛に使用し得る現用・開発中の各迎撃システムの比較評価を
行い、法律成立後120日以内に議会に報告することを求めていた。
デービッドソン司令官は、運用実績もある「成熟した」ものとして、イー
ジスアショアを中心とするシステムを提案していたが、イージスアショアだ
けで幅広い脅威に備えるGDSの要求を満たすものでないと考えられている。
ジョン・ヒルMDA長官は、2021年6月22日の米戦略国際問題研究所での講
演においてGDSについて「多くの人がイージスアショアを考えるかもしれ
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能力」を持つために、より射程の長い対地攻撃型および対艦攻撃型のトマホー
ク巡航ミサイルや、対艦攻撃可能なSM-6ミサイルも装備する方針を明らか
にしているが、実際2022会計年度予算要求の一環で海兵隊が議会に提出し
たUPLに、NSM追加35発（5,780万ドル）に合わせて、戦術トマホーク48

発（9,600万ドル）が盛り込まれている。
MLRに期待されるのは対艦攻撃能力だけではない。バーガー総司令官は

陸軍指揮幕僚大学機関誌『ミリタリー・レビュー』2021年5・6月号への寄稿
で、これまで海兵隊で進められた戦力デザインの過程では対艦攻撃能力にば
かり焦点が当てられてきたが、それよりもむしろ、スタンドイン部隊である
海兵隊に求められるのは「すべてのドメインと競争スペクトラムにまたがっ
て適用される偵察および対偵察」であることが「ますます明らかとなっている」
と指摘した。また、バーガーによれば、その偵察・対偵察において重要な役
割を果たすのがMLRであり、武力紛争未満の競争の段階において競争相手
が既成事実化に乗り出そうとする場合でも、MLRが ISR能力によりその行動
を「常続的監視」の下に置くことで「探知による抑止」を提供する。さらには、
武力紛争においても「敵対国の指揮統制・通信・コンピューター・サイバー・
情報・監視・偵察・目標
設定（C5ISR-T）コンプ
レックスの主要な偵察プ
ラットフォーム、偵察部
隊、その他」を「特定・
追跡」し、他軍種が持つ
長距離打撃能力に対して
目標情報を提供して、攻
撃を誘導することができ
ると指摘した。
バーガーは、米軍全体

につながるMLRの ISR

部隊としての役割は、そ

担当する第3海兵遠征軍（III MEF）であり 35、海兵隊は、III MEF隷下、第3

海兵師団の第3海兵連隊（ハワイ・カネオへベイ）を2022会計年度中に、沿
海域での作戦に特化したMLRに改編する計画である。MLR改編を受けた第
3海兵連隊による部隊実験などによる検証を行い、編制や装備に所要の変更
を施した後、第4海兵連隊（沖縄・キャンプシュワブ）と第12海兵連隊（沖縄・
キャンプハンセン）のMLR改編に着手する予定である 36。なお、MLRは「将
来戦力の基本部隊」（バーガー総司令官）と位置付けられており、海兵連隊
のMLRへの改編がインド太平洋を担当する III MEFにとどまらず、さらに拡
大する可能性がある。

MLRは、武力紛争未満の競争の段階から武力紛争にいたる、競争スペク
トラム全体において、敵のA2/AD脅威圏の内部で、敵による探知や攻撃を回
避しながら持続的に作戦を行うものとされる。MLRの核となる沿海域戦闘
団は歩兵大隊と対艦ミサイル中隊を中心に編成され、長距離対艦攻撃、前方
武器・燃料補給地点（FARP）、主要海洋地形の情報・管理・偵察（ISR）な
どの任務を支援するため、複数の遠征前方基地（EAB）を設置・運営する 37。
なお、MLRの対艦ミサイル中隊には、統合軽戦術車両（JLTV）を無人・遠
隔操作型の車両に改修したものにノルウェー・コングスベルグ社開発の
NSM（射程100海里［185.2km］以上）2発を搭載したNMESISが配備され
る予定である 38。

NMESISは、JLTVやNSMといった運用実績のある既存のサブシステムを
組み合わせたものであることから、2019年の開発着手以降、迅速に実用化が
進められている。海兵隊の2022会計年度予算要求には、最初にMLRに改編
される第3海兵連隊に配備する8台のNMESIS用のNSM 29発の調達経費と
して4,789万ドルが計上されているが、これは要求資料によれば2023年12

月以降に段階的に納入される予定であるため、実際にMLRが対艦攻撃能力
を獲得するのはそれ以降になることになる 39。

MLRは装備することになるNSMを島嶼部から発射することになるが、そ
の射程は100海里［185.2km］以上と限られるため、バーガー総司令官も
2021年6月22日の上院軍事委員会公聴会で「広範な海洋地域に影響を及ぼす

「サマーフューリー21」演習において、ソノブイ投下訓練
を行う第267海兵軽攻撃ヘリコプター中隊のUH-1Y搭乗員
（2021年7月20日、カリフォルニア州サン・クレメンテ島
周辺）（U.S. Marine Corps video by Cpl. Levi Voss）
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表7-5　マルチドメイン・タスクフォース（MDTF）戦略火力大隊に配備予定の長距離 
              火力

種類 用途・射程 備考

長距離
極超音速兵器

（LRHW）
対地、2,775km以上

共通極超音速滑空体（C-HGB）を基に開発。2021
年3月、LRHWプロトタイプ中隊に訓練用キャニ
スター配布開始。2022会計年度に2回、2023会
計年度に1回のフライトテスト実施を計画。2023
会計年度中にミサイル本体が部隊配備予定。

中距離能力
（MRC）

対艦、対地、
500～1,500km、
あるいは1,800km程度

2023会計年度に、ミサイル、発射機、指揮所を
含むMRCプロトタイプを部隊配備予定。2021年
11月、ロッキード・マーチンとの間でSM-6および
トマホークミサイルを基にしたプロトタイプ生産契
約を締結。

精密打撃
ミサイル

（PrSM）

対地（対艦攻撃能力追加）、
60～499km

2021会計年度に発注の30発が2023年2月～11
月に納入予定。2023会計年度配備開始予定。
2025年までに、スパイラル1改修により対艦攻撃
能力追加予定。HIMARSに搭載。

（出所）陸軍省予算要求資料、各種報道より執筆者作成。

海兵隊のMLRは、その名称が示すように、沿海域（米軍の用語法では外
洋から海岸までの「海方向」と、海岸以遠の陸地で「海上から直接支援・防衛」
できる「陸方向」の2つを含む）において、対艦攻撃、ASW、ISR能力を持
つ「海軍部隊」としての作戦が期待されている 41。他方、MDTFには、戦略火
力大隊の名称からも示唆される、より大きな射程を持つ打撃手段と同時に、
対艦攻撃能力というより、むしろ対地攻撃能力の方が重視されている。特に
その中でも、陸海空軍・MDAが共同開発を進めてきた共通極超音速滑空体
（C-HGB）を弾頭部分に使用するLRHWは2,775km以上の射程を持つとされ
「接近阻止・領域拒否（A2/AD）能力を撃破、敵の長距離火力を制圧、その
他の高ペイオフ・タイムクリティカルな目標を攻撃」するための「プロトタ
イプ戦略攻撃兵器システム」と位置付けられている 42。なお、陸軍が2018年
11月に公表した陸軍作戦コンセプト「2028年のマルチドメイン作戦におけ
る米陸軍」においては、まず、「突破」として敵の長距離火力システムを無
害化・撃破することで機動の自由を確保することがそれに続く作戦にとって

れ自体が攻撃能力を持つことより重要であると指摘する。こうしたポイントは、
2021年2月公表の「遠征前方基地作戦暫定マニュアル」にも反映される一方で、
実際の演習でも試みられている 40。2021年9月27日から30日にかけて日本周
辺で行われたノーブル・ジャガー演習においては、参加した第12海兵連隊第
3大隊が、多目的レーダから得た目標情報を、フィリピン海を航行中の空母カー
ル・ビンソンや駆逐艦ハワードに、また、周辺空域の第12海兵航空群のF/

A-18に伝達し、これにより「海洋および地上目標に対する共同打撃」が可能
となったとされる。
他方の陸軍は、2017年以降、パイロットプログラムとして、第17砲兵旅団

（ワシントン州統合基地ルイス・マッコード）に、諜報・情報・サイバー空間・
電子戦・宇宙作戦（I2CEWS）部隊を加えたMDTFを編成し、各種の演習と
部隊実験を行ってきた。2021年9月には、これらから得られた教訓をもとに、
2個目のMDTFが、第41砲兵旅団（ドイツ・グラーフェンヴェーア）と
I2CEWS部隊を核に編成された。なお、2021年3月にジェームズ・マコンビ
ル陸軍参謀総長名で公表された文書「陸軍マルチドメイン・トランスフォメー
ション」は、これまで編成・配備計画が明らかにされてきたインド太平洋に
2個、欧州に1個のMDTFに加えて、北極圏に1個、グローバル対応用に1

個の、計5個のMDTFを展開する予定であることを明らかにした。「戦域レ
ベルの機動エレメント」と位置付けられるMDTFは特定の統合軍に配置され、
その統合軍の所要にそって編成、訓練、運用されるという。また、最初に編
成されたMDTFがHIMARSを装備する砲兵旅団を基幹に編成されたことから、
MDTFの編制にHIMARS、そしてこれに搭載される予定の精密打撃ミサイ
ル（PrSM）（射程60～499km）が含まれることはよく知られていたが、上記
文書は、それに加えて、2,775km以上の射程を持つとされる長距離極超音速
兵器（LRHW）や、中距離能力（MRC）を有する戦略火力大隊がMDTFの
編制に含まれることを明らかにした（表7-5参照）。
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なされており 45、ジョン・ハイテン統合参謀本部副議長は、2021年2月23日、
米戦略国際問題研究所（CSIS）が主催したオンライン講演会において、陸軍
の極超音速兵器プログラムに対する批判に対して、陸軍に限らず各軍が作戦
を行うドメインを拡大することに理解を示しつつ、各軍が「全ドメインにお
いてシームレスに効果的に機動を行い得る」ようにすることが先決であると
の見方を示した。ただし、重複自体は否定できず、国防長官府のコスト見積・
プログラム評価部（CAPE）において検討が進められていると報道されてい
る 46。
本章で見てきたように、バイデン政権は、トランプ前政権の下で進められ

た政策を取り込みつつ、中国との戦略的競争に備えた対応を進めている。し
かし、もっとも優先される挑戦が中国との戦略的競争であるとしても、米国
が世界のさまざまな地域に利益を有し、その安定にコミットしていることを
踏まえれば、外交的、軍事的、経済的、時間的、あるいは政治的キャピタル
といた無形のものも含めた資源を、競合する優先事項の間で適切に配分する
ことが必要になってくるであろう。地域間のバランスという観点からは、大
国であるロシアへの対応の観点からも欧州に適切な資源を割り当てることが
必要になる。さらに、突発的に発生した危機に対する喫緊の対応の必要性と、
より長期的な中国との戦略的競争への対応のバランスをいかに取るかも重要
である。特に、過去の民主党政権においては、海外で人道危機が発生した際に、
軍の投入を含めた米国の積極的な対応を求める声が大きくなりがちであった。
さらには、国内的な政策課題と国際的なリーダーシップの確保することの間
のバランスを取ることも必要である。バイデン大統領本人、あるいは政権幹
部が、選挙戦より「中間層のための外交」、あるいは「米国民のための外交
政策」を訴えてきたことも、往々にして、米国が国際的なリーダーシップを
担うことと、国内的な政策課題への対応が背反するものであると認識されが
ちであることに留意し、国際、国内の課題を架橋しようとした試みである。
これらの観点から、バイデン政権が、2022年、どのように国内外の課題を推
進するのか注視することが必要になろう。

必要であるとの考えが示
され、2020年7月に公表
された「2028年のマル
チドメイン作戦における
機動に関する陸軍将来コ
マンドコンセプト」にお
いてもLRHWが敵の長
距離火力システムに対す
る打撃に使用されること
が示されている 43。2019

年の陸軍近代化戦略にお
いて陸軍は、こうした「敵

のA2/AD能力を突破・無力化」する長距離精密火力を、近代化重点事項の第
1に位置付けていた。
また、MRCは、PrSMとLRHWの間の射程を埋める形で、500～1,500km、

あるいは1,800km程度の射程を持つことが期待されており、2020年11月には
SM-6とトマホークミサイルがMRC初期プロトタイプに選定されている。な
お、LRHW、MRC、PrSMとも2023会計年度中には部隊配備される予定で
ある。
陸軍がLRHWのような長距離打撃手段を運用するのは、冷戦末期の西ド
イツにおいて中距離弾道ミサイル・パーシング IIを運用していた1980年代以
来であり、これに対しては、軍内外の議論を呼んでいる。2021年3月31日には、
ティモシー・レイ空軍グローバル打撃コマンド（AFGSC）司令官がオンライ
ンインタビューにおいて、空軍爆撃機に極超音速兵器を搭載した方が長距離
打撃オプションとしては有効であり、しかも空軍には長年にわたるミサイル
搭載爆撃機の運用実績もあることから、陸軍があらたに太平洋地域において
長距離打撃能力を獲得しようとすることを「馬鹿げている」と批判して注目
を浴びた 44。
極超音速兵器の開発において軍種間の重複や競合が生じているとの指摘も

2021年9月15日、第17砲兵旅団（ワシントン州、統合基
地ルイス・マッコード）に搬入されるLRHW訓練用キャ
ニスター（U.S. Army photo by Spc. Karleshia Gater）
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　中露と米国の対立の深刻化により、「大国間競争」の時代が再

び訪れた。この大国間競争には2つの側面がある。1つが、科学

技術を中心とする総合的な国力をめぐるもので、もう1つが、

地政戦略的な勢力均衡をめぐる競争である。このいずれにおい

ても、日本は米国と戦略上の立場を同じくしながら、大国間競

争の当事者となっている。

　後者の競争において重要なのは、日本がどの程度のリソース

を防衛分野に割くかである。長い間、日本の防衛費はGDP比で

言うとほぼ1%、実額で概ね5兆円前後で変わっていない。それ

でも2000年においては、東アジアの国防支出の中で、日本は

38%を占めていた。しかし現在は17%に低下している。東ア

ジアで最大の国防費を支出しているのは中国だが、日本と中国

との比率は、2000年がほぼ1対1だったものが、2020年には1

対4.1となった。

　軍事戦略においては、一般的に、「攻者3倍の法則」と呼ばれ、

攻撃側は防御側に対して3倍の兵力が必要といわれる。尖閣諸

島をはじめとする日本周辺において中国の一方的な現状変更の

試みが継続・強化され軍事活動も拡大・活発化している。仮に、

単純に日本と中国の防衛費に当てはめて考えれば、日本の防衛

費の水準として、中国の3分の1以上のレベルを1つの目安と

する考え方は成立し得る｡ そして、現在の比率と中国の国防費

の今後の伸びを考慮すれば、3分の1の水準を維持する防衛費の

水準は10兆円規模になるという考えもあり得る。こうした防衛

費の水準については、財政破綻リスクと抑止の破綻のリスクの

バランスをどう取るのかとの考慮が必要となる。

　日米関係において、米国ではジョセフ・バイデン政権が発足し、

日本では菅義偉政権を経て岸田文雄政権が発足した。バイデン

政権は3月には日米安全保障協議委員会（2＋２）、4月には首脳

会談を行い、日米同盟の強化の方向性が明確に示された。今後、

役割・任務・能力に関する協議の進展によって、具体的な防衛

協力が強化されていくことが期待される。
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たものだった。
しかし、それから20年を経て、国際環境は再び大きく変わった。2001年の

9.11事件の影響も受け、一時期は「唯一の超大国」として繁栄を謳歌した米
国の国力が消耗したことと、2014年のロシアのクリミア併合により米露関係
が急激に悪化したこと、そして何よりも、中国の急速な経済成長と軍事力の
近代化により、「大国間の競争」、特に米中の戦略的な競争が重要な戦略上の
課題となった。前述のマンデルバウム自身、特に中国の行動を予測できなかっ
たことを自己批判的に述べる論考を発表している 4。このように、中露と米国
の対立の深刻化により、「大国間競争」の時代が再び訪れた。いまや、台湾
海峡やバルト諸国をめぐって、それぞれ米中や米露の大規模な戦争が発生す
ることが懸念されている。リアリズムが再び世界の基調となったのである。

（2）大国間競争の復活
冷戦終結後しばらくの間は、国際関係は相対的に安定していた。1990年に

発生したイラクのクウェート侵攻に対しては、国連の集団安全保障メカニズ
ムが機能する形で、米国を中心とする多国籍軍がイラク軍を撃破し、クウェー
トを解放した。2001年の9.11事件に際しても、ロシアが米軍機の領空通過を
許可して米国によるアフガニスタンへの軍事作戦に間接的に協力した。中国
も新疆ウイグル自治区のイスラム過激主義運動についての情報の共有などを
通じて米国に協力した。北朝鮮の核開発問題についても、6者会合の枠組みで、
米中露を含む関係国の協力が行われ、中国が議長となって2005年9月の非核
化合意が成立した。
ただしこの間も、北大西洋条約機構（NATO）拡大をめぐる米露対立や台

湾問題をめぐる米中の立場の違い、弾道ミサイル防衛システムの開発・配備
をめぐる米国と中露の対立など、米中露の関係は緊張をはらんでいた。それ
が明確に対立的な基調に転じていくのが2010年代である。南シナ海におけ
る人工島の急速なピッチでの建設、東シナ海においては尖閣諸島をめぐる日
本への圧力など、中国の高圧的・一方的な行動が地域諸国の反発を高め、米
国も中国への警戒感を強めた。さらに、2014年のロシアのクリミア併合と続

1　大国間競争と日本

（1）大国間の「競争」と「協調」
国際政治学には、大きく分けて「リアリズム」と「リベラリズム」の2つ

の思想的潮流がある。リアリズムは、国家間関係の基調は対立にあるととらえ、
リベラリズムは、協調が基調にあるととらえる。リアリズムは、戦争や対立
がなくならない世界の現実を「あるがまま」にとらえようとし、軍事力や経
済力を中心とする国力のバランス、すなわち「勢力均衡」が重視される。一
方リベラリズムでは、国際協調を支える国際法や制度が重視され、少なから
ず「あるべき」という議論を内包する。
これらは理論的枠組みというよりも、国際政治学独特の「ものの見方」で
あり、歴史的に見て、リアリズムに立つ方が理解しやすい事象があったり、
リベラリズムに立つ方が理解しやすい事象があったりする。国際的な協力の
機運があるときに、国家間対立に注目するリアリズムにとらわれすぎると協
調の機会を逃すことがあるし、逆に秩序への挑戦が現に行われているときに、
国際協調を重視するリベラリズムにとらわれすぎると、侵略を食い止められ
ないことがある。
第二次世界大戦から冷戦にかけての時期は、グローバルに見れば対立を基
調とした時代であった。続く冷戦期には、米ソが厳しく対立し、全面核戦争
による人類滅亡が懸念された。この時期にはリアリズム的な世界観が中心と
なり、特に抑止理論を中心に安全保障論が発展していく。
一方、ソ連の崩壊により冷戦が終結すると、リベラリズム的な世界観が影
響力を持つようになり、ポスト冷戦期の安全保障政策として、国際協調を中
心に据えていく必要が主張されるようになる 1。具体的な安全保障政策論とし
ても、「協調的安全保障」が広く議論された 2。また、当時特に注目を集めた論
考として、マンデルバウムの「大戦争は時代遅れになったか？」という論文
がある 3。これは、もはや大国が国際秩序をめぐって戦うような戦争は起こら
なくなったとして、戦略的発想を大きく変えていく必要があることを指摘し
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くウクライナへの圧力が契機となって、米露関係が決定的に悪化した。
こうした国際安全保障環境の悪化を踏まえ、米国のドナルド・トランプ政
権は、発足した2017年の12月に策定した国家安全保障戦略（NSS）で、中
国とロシアを現状打破国家と名指しし、「大国間競争の復活」という世界観
を示した 5。実際、トランプ政権期においても、中国は引き続き東シナ海・南
シナ海で一方的な行動を続けるとともに、民進党の蔡英文政権の台湾に対して、
外交的・軍事的な圧力を強めた。ヨーロッパでも、ロシアの再拡大への東欧
諸国の脅威感が高まるとともに、人権問題や5Gモバイルネットワークのセキュ
リティへの懸念から、中国への警戒感が高まった。特に米国では、国際関係
の緊張だけではなく、中国の台頭によってパワーバランスが変化しつつあり、
米国の優位が失われていることが懸念された。それが具体的に現れたのが、
2018年の国家防衛戦略委員会の報告書である。この委員会は、2018年1月に
トランプ政権が国家防衛戦略を策定したあと、その内容を再検討するために
議会が設置した専門家委員会である。この報告書では、米国が中露に対し「決
定的な軍事的敗北」を喫する可能性があることが率直に指摘されている 6。
こうした中で2021年にジョセフ・バイデン政権が発足したが、発足当初
の3月に公表した暫定国家安全保障戦略指針の中で、中露などとの対立の深
刻化に言及しつつ、中国などと戦略的競争が展開しているとの世界観を、ト
ランプ政権に引き続き示した 7。
このようなかたちで展開しつつある現在の大国間競争には、2つの側面が

あると考えられる。1つが、科学技術を中心とする総合的な国力をめぐるも
のである。例えば、5Gモバイルネットワークにおいて、西側諸国の企業は中
国の企業に対してマーケットで劣勢に立たされており、日米をはじめとする
西側諸国の技術優位はもはや所与のものでなくなっていると考えられている。
さらに、中国を中心として、「デジタル権威主義」とも呼ばれる、社会の治
安を最優先して個人の情報を管理し、場合によっては人権も制限する権威主
義的なデジタル革命を目指す動きがある。しかしこれはプライバシーや基本
的人権などの民主的な価値観と相反する社会システムとなる。そのため、民
主的な価値観を重視したデジタル革命を進めていくためにも、新興技術を含

めて、西側諸国の技術的な優位を再構築していくことが重要だと考えられて
おり、その文脈で経済安全保障が重視されるようになっている。
もう1つが、地政戦略的な勢力均衡をめぐる競争である。インド太平洋地

域においては、具体的には、台湾、東シナ海、南シナ海において、現状を維
持しようとする地域諸国と、それを変更しようとする中国との間で対立が展
開されている。ここでは軍事バランスが重要な要素となっている。

（3）日本と「大国間の競争」
現在展開している大国間競争について、日本国内では、「日本は巻き込ま

れる」とか「日本の立場が難しくなる」といった議論もある。しかし、日本
は米中競争における中立的な第三者ではない。
前述したとおり、現在の大国間競争には、デジタル革命後の社会システム

をめぐる競争と、西太平洋を含む中国周辺地域でのバランス・オブ・パワー、
あるいはもっと露骨な言葉を使えば「勢力圏」をどのように設定するかとい
うパワーゲームとしての側面がある。前者の側面において、日本の目指すべ
きデジタル革命の方向性が民主的価値を重視したものであることに疑いはない。
また、後者の側面においても、東シナ海を中心に、日本は現状維持が国益で
ある。その意味で、日本は最初から米国と立場を同じくしているのであり、
第三者的な視点から米中競争をとらえようとするのは適当な見方とは言えない。
そもそも、バラク・オバマ政権以後に米中関係における競争的な色彩が濃

くなっていくプロセスにおいては、日中の対立が大きな影響を及ぼしている。
2010年に尖閣諸島周辺で海上保安庁の巡視船に体当たりをした中国漁船を拿
捕したことによって生起した日中の緊張の際には、米国内には、尖閣諸島を
めぐる日中対立に巻き込まれることを懸念する見方もあった。それは、この
当時の米国の対中政策が、「シェイプ・アンド・ヘッジ」すなわち、経済的
な関与を通じて中国が責任ある大国になるよう誘導しつつ、軍事的な抑止力
も整備してそうならない可能性にも備えていくというものであったことが大
きな理由であった 8。しかしながら、前述したとおり、東シナ海における日中
の対立や中国の一方的な行動を重要な要因として、米国は現在の国際秩序を



247246　

第
8
章

日
本

「大国間競争の復活」としてとらえ、中国の現状打破的な行動を阻止するこ
とを戦略上の重要な目標として認識することになった。このように、日中関
係が米中の競争関係の形成に至る原因の一部をなしている以上、日本が大国
間競争において傍観者的立場を取ることはあり得ない。
しかし同時に、大国間競争における米中の対立は、「覇権」という抽象的
なものをめぐって展開されていることに日本は注意しておく必要がある。抽
象的なものである以上、均衡点はどこかに存在し得る。例えば、中国の勢力
圏を認める形での均衡点を中国が提案したのが「新型の大国関係」論であった。
これは米国が受け入れるところにはならなかったが、米国の中にも、中国と
の「G2」を目指すべきだとの議論があった時期がある｡ このように、米中の
間で均衡点を設定することが論理的には可能であることは銘記しておく必要
がある。台湾の地位だけ現状維持することができれば、米国の防衛はグアム
以東に集中し、南シナ海を含むいわゆる第1列島線の西側については事実上
中国の優位を容認するという選択も理論的には取り得るのである。
一方、日本と中国の間には、尖閣諸島や東シナ海ガス田と言った、具体的
な案件がある。そう考えれば、日本は、中国との直接的な対立要因を抱えな
がら、地政戦略的な競争において現状維持を求めているという意味で、米国
以上に、大国間競争の当事者としての「立ち位置」にあることは明らかであ
ろう。

2　日本の防衛費の相対的低下と課題

（1）現在の日本の防衛費
大国間競争の、特に軍事バランスが大きな意味を持つパワーポリティック

ス的な側面において重要なのは、日本がどの程度のリソースを防衛分野に割
くことができるかである。広く知られている通り、日本の防衛費はGDP比
で言うとほぼ1%、実額で概ね5兆円である。なお、いわゆる「1%枠」とい
うのは、1976年に三木武夫内閣の閣議決定で「GNP1%枠」を定めたことに
よるものだが、1986年の中曽根康弘内閣の閣議決定で撤廃されており制度と
して存在しているものではない。
一方で、防衛費は現実にはGDPの1%を超えたことはほとんどない。それ

は制度的な上限によるものというより、厳しい財政環境下で予算にシーリン
グが課せられ、増額が抑えられていたこと、また、1980年代末に冷戦が終結
してしばらくの間は、安全保障環境が安定していたためにそもそも防衛費を
大きく増額する必要がなかったことによる。

2022年度の防衛予算は、2021年度から防衛力強化を加速し、防衛力を大幅
に強化するため、2022年度当初予算に計上する予定の事業をこれまでにない
規模で前倒しして実施することとし、2021年度補正予算と2022年度当初予
算を「防衛力強化加速パッケージ」と位置付け、一体として編成することと
した。この「防衛力強化加速パッケージ」として示された予算の総額は５兆
8,661億円となる。なお、2021年度補正予算と2022年度当初予算を合計した
金額（米軍再編関連経費を除く）と比べると、3,559億円（6.5%）の増加と
なる。また、新規後年度負担は、これまでの伸び率を大幅に上回る493億円
（2.0%）増の2兆4,583億円となっており、いずれも過去最大となる。後年度
負担とは、原則5年以内で複数年度にわたる契約を行うものであるが、それ
は防衛力整備においては、艦船や航空機など主要な装備の調達や、格納庫・
隊舎の建設など、複数年度を要するものが多いことによる。
このうち特に領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項として、沖縄県・尖閣諸島（共同）
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宇宙・サイバー・電磁波などの領域における能力の獲得・強化、従来の領域
における能力の強化、持続性・強靱性の強化が挙げられ、防衛力の中心的な
構成要素の強化における優先事項として、人的基盤の強化、防衛技術・産業
基盤の強化、情報機能の強化が挙げられている。

（2）東アジアにおける日本の防衛費の相対的低下
図１は、東アジアの日本、中国、韓国、台湾の国防支出のそれぞれのシェ
アを、2020年と2000年とで比較したものである。ここでのデータは、イギ
リスのシンクタンク、国際戦略研究所が毎年発行している『ミリタリー・バ
ランス』によるものである。図を見れば分かるとおり、2000年においては、
東アジアの国防支出の中で、日本は38%を占め、36%の中国をわずかに上回り、
ほぼ1対1である。しかしながら、その後20年の時を経て、日本のシェアは
17%に低下した。その一方で、大規模な軍拡を続けてきた中国のシェアは
65%に達している。比率に直すと1対4.1となる。

つまり、東アジア全体で日本の防衛費のシェアは半減し、対中比でほぼ同
額だったものが4分の1を下回る水準まで低下しているということになる。
これは、日本の防衛費が、この20年間ほぼ5兆円の水準で推移してきたのに
対し、中国が高い伸び率で増額させ続けてきたことによる。なお、台湾も
15%だったシェアが5%まで低下している一方、韓国も中国同様にシェアを
伸ばしており、11%が13%に伸びている。韓国も一貫して国防費を増額させ
ており、このまま行けば数年以内に日本を上回ると考えられている。
防衛力・軍事力は、構築するのにある程度の時間がかかるものであるから、

単年度だけの差を比較してもそれほど大きな意味はない。しかし、過去20年
にわたり、これだけの差がついてきたことは、地域の軍事バランスに重要な
影響を及ぼしている。日本との関係のみならず、前述した国家防衛戦略委員
会の報告書のように、米国でさえも、中国に対して「決定的な軍事的敗北」
を喫することを真剣に懸念するようになっているのである。
ただし、日本も防衛費を増やさないできたわけではない。日本の防衛費は、

プライマリーバランスの均衡を目標とした小泉純一郎政権とそれを継いだ政
権の下の緊縮財政で縮小され、2008年度には名目ベースで約4兆7,000億円
まで低下した。しかしその後増額に転じ、2021年度の予算で5兆1,235億円、
2022年度は当初予算額としては5兆1,788億円となっている。つまり、10年
ちょっとで約17%以上伸びているのであり、日本の厳しい財政状況を考慮す
れば、一定の努力が行われていることは事実である。それはほかの予算費目
と比較してみると明らかになる。
図2は、決算ベースで見た2019年度の日本の予算支出である。ここでのデー

タは、国会に報告された決算資料に基づいている｡ また、ここでは、歳出予
算額ではなく、キャッシュフロー全体を見るために歳出予算現額の数字を用
いている。歳出予算額は、当初予算額と補正予算額の合計だが、歳出予算現
額には歳出予算額に前年度繰越額を加えるとともに、予備費の使用や移替・
流用などの増減が加味されている。なお、現在のところ最新の決算資料は
2020年度のものであるが、2020年度には新型コロナウイルス対策のために大
規模な補正予算が組まれたため、それ以前の年度の支出とはトレンドが大き

図8-1　東アジアにおける防衛支出のシェア

（出所）�Institute for International Strategic Studies, Military Balance 2001/2002; Institute 
for International Strategic Studies, Military Balance 2021より執筆者作成。
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く異なっている。歳出予算現額で見た支出総額は2019年度が109兆円なのに
対し、2020年度では182兆円に達した 9。特に社会保障費は、2019年度が約34

兆円だったのに対して2020年度では約49兆円が支出された。そこでここでは、
新型コロナウイルス流行前の2019年度の数字を示した。
通常の文脈では、防衛費とは、本予算における防衛費を指すが、これは契
約ベースで表し、後年度負担として契約した装備品などへの支出を含めて表
すことが多い。それは、契約ベースの方が、各事業単位で経費の総額などを
把握する上で有益な視点であることによる。ただその場合、本予算成立後に
補正予算として支出されたものは含まれない。一方、決算はその年度の支出
額を表す数字だから補正予算を含むが、後年度負担として契約したもののう
ち将来の支出金額は含まれない。その意味で決算と本予算ではそこに含まれ
る費目自体が違うことには注意する必要があるが、補正予算を含むその年度
のキャッシュフローを見るために、ここでは決算で示された歳出予算現額を
手がかりとしてみる。
ただ、単年度だけ見ていても意味のある分析はできないので、過去のデー

タを踏まえて他の支出項目との比較を行う。ここでは、新型コロナウイルス
流行前の2019年度と、20年前の2000年度のデータ（物価調整を行った実質
ベース）とを比較する（図３）。こうしてみると、2000年度から2019年度ま
での間に、防衛費は実質ベースで123.9%となっていることがわかる。この
20年で見ると、主要予算項目の中で、防衛費を上回る水準で伸びているのは、
社会保障費（195.0%）のみとなる。
ただ、この間には小泉政権からリーマンショックまでの緊縮財政政策によ

る防衛費と公共事業費の低下がある。そこで、比較の範囲を20年間ではなく、
2010年度から2019年度までの10年間としてみると、防衛費の伸びは128.9%

図8-2　2019年度の日本の予算構造（決算ベース）

（出所）財務省決算資料より執筆者作成。
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図8-3　2000年度と2019年度の支出の比較
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社会保障費 文教および
科学振興費

参考：
科学振興費 国債費 恩給関係費 地方交付税

交付金 防衛関係費 公共事業
関係費 経済協力費 その他

2000～2019
の増加率 195.0% 97.3% 139.7% 107.8% 14.8% 107.2% 123.9% 82.5% 66.1% 123.5%

2010～2019
の増加率 125.8% 108.4% 131.5% 117.3% 30.8% 89.2% 128.9% 157.6% 97.0% 101.3%

2019年度決算（単位100万円）

総額 社会保障費 文教および
科学振興費 国債費 恩給関係費 地方交付税

交付金 防衛関係費 公共事業
関係費 経済協力費 その他

109,728,338 34,466,868 6,623,363 22,506,242 209,428 15,564,169 6,001,431 11,686,712 724,886 11,945,239 
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となる。この10年間の伸び率をほかの予算項目と比べると、防衛費よりも伸
び率が高かったのは、公共事業費（157.6%）のみとなる。2010年度から
2019年度までの10年で見ると、社会保障費の伸びは125.8%となり、防衛費
の伸びをわずかに下回る（ただし、2020年度には社会保障費が大幅に上昇し
ているので、2010年度と2020年度を比較すると、防衛費の伸びは127.4%と
なる一方で社会保障費の伸びは177.4%となる）。
このうち、社会保障費の伸びが大きいのは高齢化が進む日本社会において
必然である。公共事業費も、特に小泉政権の時に大きく削減されたこと、さ
らに東日本大震災からの復興のために必要だったことを考えれば、当然の伸
びと考えられる。
一方、2000年度と2019年度とを比較して、防衛費よりも伸び率が低かっ

た予算項目の主立ったものには、国債費（107.8%）、地方交付税交付金（107.2％）
がある。こうしてみると、国家予算全体の5%とはいえ、全体の中では防衛
費が相対的に重視されていることが分かる。日本も、厳しい財政状況ではあ
るものの、伸び率から見れば現在の安全保障環境に対応するための努力をあ
る程度は行ってきているといえる。同時に、2019年度に支出されたキャッシュ
フローの絶対額から見れば、防衛費は社会保障費の約6分の1、国債費の約3

分の1弱、地方交付税交付金の約5分の2、公共事業費の約2分の1にとどま
るのである。

（3）政治的選択の必要性
中国は日本をはるかに上回るペースで国防費を増加させてきており、その
差は開く一方である。2019年に、米国トランプ政権のマーク・エスパー国防
長官が、日本を含む同盟国の防衛費について、GDP2%の水準が望ましいと
発言したが、先ほどみた東アジアにおける国防支出のシェアを見てみるとそ
れも故なきものではない 10。20年前であれば、GDP1%弱であっても日本の防
衛費は東アジアの38%を占めていた。しかし現在では半分以下の17%に低下
している。東アジアで最大の国防費を支出しているのは中国だが、日本と中
国との比率は、2000年がほぼ1対1だったものが、2020年には1対4.1となった。

これが仮に2%、すなわち現在の倍の水準であれば、2020年における比率は1

対1.95となり、2000年の状況には及ばないものの格差は大きく改善すること
になる。
軍事戦略においては、一般的に「攻者3倍の法則」と呼ばれ、攻撃側は防
御側に対して3倍の兵力が必要とされる。そして日本の安全保障の目標は現
状維持である。つまり、攻勢的な外征作戦によってどこかを占領するのでは
なく、防御的な作戦によって現状を維持できれば目的は達成できる。
もちろん、日本は米国と同盟関係にあり、在日米軍および増援を期待する

ことができる。ただし、日米防衛協力のための指針（ガイドライン）にも、「日
本は、日本の国民および領域の防衛を引き続き主体的に実施し、日本に対す
る武力攻撃を極力早期に排除するため直ちに行動する」と記述されていると
おり、自国領土の防衛について一義的に責任を持つのは日本である。そう考
えると、尖閣諸島周辺における中国の一方的な現状変更の試みに対処しなけ
ればならない日本の防衛費の水準として、中国の3分の1以上、2分の1をや
や下回る程度くらいを、安定的な抑止力の確保のための1つの目安と考える
こともできる。
仮に、単純に日本と中国の防衛費に当てはめれば、GDPの2%、すなわち
約10兆円であれば、中国との比率は1対1.95となる。仮に7兆円と考えると、
比率は１対2.76となり、ほぼ3分の1のレベルになる。ただし、中国の国防
費はこれまでも伸びてきたし、これからも伸びて行くであろうから、2020年
度の水準を与件とするのは妥当ではない。中国の国防費のこれからの伸びを
考慮し、その3分の1を目安とするならば、防衛費の水準は10兆円規模にな
るという考えもあり得る。
なお、10兆円とは、2020年度のキャッシュフローを表す歳出予算現額では、

公共事業費（約13兆円）をやや下回る水準の支出にあたる。絶対額で見ると、
社会保障費、国債費、地方交付税交付金に次ぐレベルとなるが、社会保障費
の約5分の1、国債費の約2分の1、地方交付税交付金の約3分の2程度である。
一方、2020年度において、歳出予算現額であらわされる支出総額は約182兆
円であるから、単純に防衛費を10兆円とした場合に必要となる4兆円の追加
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支出を含めると支出総額は約186兆円に相当することになる。日本の財政状
況が厳しいことは周知の事実ではあるが、182兆円の支出を186兆円に増やし
たとしても、それは支出全体が約2.2%増加するに過ぎない。なお、新型コ
ロナウイルス流行前の2019年度では、歳出予算現額で見る支出総額は109兆
円となり、防衛費を4兆円増額した場合の増加率は支出全体の約3.5％となる。
一方で、仮に中国との関係で抑止が破綻した場合のコストは4兆円にはと

どまらないであろう。さらに、仮に日本にも戦火が及んだ場合、その事実こ
そが金融市場に大きく影響して日本の財政破綻をより近づけることになりか
ねないことにも考慮が必要であろう。
日本は次の2つの選択肢をめぐる議論を回避できないということである。1
つに、財政破綻を高めるリスクを負って、抑止力を根本的に強化するために、
防衛費を公共事業費と同程度、新型コロナウイルス流行以前の社会保障費の
3分の1程度に増額させるかという選択肢である。もう1つは、財政破綻リス
クを重視して、軍事バランスにおける決定的な劣勢を甘受し、抑止破綻のリ
スクを負うかである。この問題を考える際、公共事業など他の政策目標と比
較して、防衛にどの程度のプライオリティをおくのか、という考慮が必要と
なるであろう。
もちろん、日本は米国と同盟を結んでいるから、自国だけですべての所要
をまかなわなければならないわけではない。しかし、現在の東アジアにおけ
る中国との地政戦略的な競争は、米国の問題というよりも何よりも日本の問
題であり、特に東シナ海においては日本自身が主体的な当事者である。そし
て米国も、中国に対し「決定的な軍事的敗北」を喫する可能性があることに
深刻な懸念を抱いている。ここで日本がどの程度の努力を払うかが、未来の
安全保障環境が好ましいものになるかを決める重大な要素になる。
ただし、闇雲に数値目標を定めて防衛費を増大させることはできないし、
そもそもそれは望ましいことでもない。具体的にどのような兵力構成を目指
すのか、それによってどのような戦略的効果が達成されるのか、そういった
点を明確にしない限り、日本の安全保障をめぐる環境を改善できるような形
で防衛費を増大させていくことはできない。特に、具体的にどのような能力

をどのような形で使うのか、現状では何が足りないのかを明確化しなければ、
防衛費の増大について国民的な理解を得ることは難しい。
この文脈で重要なのが、「セオリー・オブ・ビクトリー」という概念である。

これは、軍事専門家の間で最近よく言及されるようになったもので、抑止が
破れて戦争になってしまった場合に、どのように戦って戦争の目的を達成す
るかという「戦い方」を表す。一般的に安全保障に関わる戦略は、大戦略→
軍事戦略→作戦計画という階層構造にあるとされるが、「セオリー・オブ・
ビクトリー」とは、このうち軍事戦略と作戦計画との中間に位置付けられる。
なかなか日本語になりにくい概念なのだが、あえて言えばサッカーで言う「ゲー
ムモデル」や、プロ野球でいう「勝利の方程式」に語感としては近い。
「セオリー・オブ・ビクトリー」を構築できれば、特に重要な能力を把握
することができる。そうすれば、それらの能力を「どのような形で使うのか」、
「現状では何が足りないのか」を明確化することができるし、防衛費の増大
によってどのような戦略的効果がもたらされるかをより具体的に示すことが
できるであろう。その意味で、新たな国家安全保障戦略や防衛計画の大綱の
策定を通じて、「セオリー・オブ・ビクトリー」の構築に向けた議論を進め
ていくことが急務となっている。

3　日米同盟における協力の強化

（1）バイデン政権と日米同盟
2017年から2021年までのトランプ政権の間、2017年の北朝鮮ミサイル危

機や中国の台湾に対する圧力の増大や、尖閣諸島周辺への政府公船の継続的
な展開など、日本の周辺地域の安全保障環境は引き続き深刻さを増してきた。
その一方で、安倍晋三首相とトランプ大統領の関係が非常に良好だったこと
もあって、日米関係は安定的に推移し、日米同盟による抑止力が地域の安定
に大きく寄与してきた。そして日本の首相は菅義偉首相を経て岸田文雄首相
に代わり、米国もバイデン政権へと移行した。良好な安倍・トランプ関係の
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あとの日米同盟がどうなるか、若干の不確実要素ではあったが、バイデン政
権は、同盟国を重視する方針を非常に早い段階で打ち出し、そうした不安を
払拭した。
まず4月16日、菅首相とバイデン米大統領は、2人にとって初めてとなる
対面での日米首脳会談を行った。これは、コロナ禍で国際的な往来が厳しく
制限されている中、バイデン大統領にとっては初めてとなる対面での首脳会
談であった。そして会談後、日米首脳共同声明「新たな時代における日米グ
ローバル・パートナーシップ」に加え、添付文書として合意した「日米競争力・
強靱性（コア）パートナーシップ」「野心、脱炭素化およびクリーンエネルギー
に関する日米気候パートナーシップ」についても発表された。
なお、オバマ政権の時も、ホワイトハウスを訪れた最初の首脳は日本の麻
生太郎首相であった。安倍首相は、大統領選挙後、就任前のトランプ大統領
と会っているが、首脳会談としては、英国のテリーザ・メイ首相に次ぐ2人
目であった。ただ、麻生・オバマ会談の時は、共同声明などは発表されてお
らず、最初の安倍・トランプ会談の時も共同声明は2ページにとどまる。4月
の菅・バイデン会談において発表された3つの文書は、合計で10ページに及
ぶものであり、米国側が大統領就任からわずか3カ月しか経っていないとは
思えないほど、それぞれ具体的で実質的な内容を含んでいる。こうしてみると、
この日米首脳会談は、「最初の顔合わせ」という儀礼的なものではなく、実
質的な政策調整のために行われたことがわかる。
実際、バイデン政権は、日米首脳会談の前から、政権発足後直ちに、対中
戦略を見据えた外交活動を活発に展開していた。4月の菅・バイデン会談は、
3月12日にリモートで行われた日米豪印首脳会議、3月16日に東京で行われ
た日米安全保障協議員会（2＋2）、3月18日にソウルで行われた米韓2＋2、3

月18日にアラスカで行われた米中外相会談という形で続けられた政権の立ち
上がりの外交キャンペーンの1つの区切りとなったものである。このことから、
バイデン政権のアジア戦略において日本が重視されているのは明らかであるし、
このタイミングで日米首脳会談を行い、基本的なスタンスをすり合わせたこ
とをベースに、今後の対中戦略を本格的に組み立てていくということであろう。

10月には日本において首相が交代し、岸田政権が発足した。岸田首相は早
速10月5日にバイデン大統領と電話会談を行い、日米同盟の抑止力・対処力
を一層強化していくことや、日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用を含む、
対日防衛コミットメントについてのバイデン大統領からの言及など、これま
での方向性を継続していくことが合意された。

（2）台湾海峡をめぐる課題と抑止力の強化
2021年4月の菅・バイデン会談の際に発出された共同声明で最も関心を集

めたのは、首脳間の共同声明としては1969年の佐藤・ニクソン共同声明以
来52年ぶりに台湾に言及されたことであった。

52年前は、日米双方とも中華人民共和国と外交関係を持っていなかったし、
韓国と台湾への言及は沖縄返還交渉との関連もあったから、同列に比較する
のは適当ではない。ただ、冷戦終結後のアジア太平洋地域における日米同盟
の重要性を日米の首脳レベルで確認した1996年の日米安全保障共同宣言（橋
本龍太郎首相とビル・クリントン大統領との間での宣言だったので「橋本・
クリントン共同宣言」とも呼ばれる）にも、「この地域における諸問題の平
和的解決」との言及はあるものの、台湾ないし台湾海峡についての言及はな
いことを考えれば、その含意は大きい。
一方、防衛・外務閣僚の協議である日米2＋2では、米軍再編協議のさなか

の2005年2月19日に発表された共通の戦略目標に、「台湾海峡を巡る問題の
対話を通じた平和的解決を促す」との記述がある。その後しばらくは、2＋2

文書でも台湾ないし台湾海峡に言及されることはなかったが、菅・バイデン
首脳会談に先立って行われた、2021年3月16日の2＋2の際に発表された共
同文書で、「台湾海峡の平和と安全の重要性を強調した」との記述が久しぶ
りに盛り込まれた。なお、この2＋2文書では「平和と安全の重要性を強調し
た」と記述されたが、4月16日の首脳会談後の共同声明では、「台湾海峡の平
和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す」との
文言になっており、2005年の2＋2文書同様の「平和的解決を促す」との記述
が加わっている。
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このように、日米の公式文書で久々に台湾ないし台湾海峡に言及された背
景には、台湾海峡をめぐる安全保障環境が急激に悪化していることへの危機
感がある。オバマ政権期にもすでに、急激な経済成長と軍事力の近代化を背
景とした中国の一方的・高圧的な振る舞いに対する懸念は高まっており、「ア
ジア太平洋地域へのリバランス」として対中戦略の見直しが行われた。ただ
しその頃は、中国をめぐる関心の中心は南シナ海にあり、ごく一部の専門家
を除けば、台湾海峡をめぐる問題はそれほど注目されていなかった。それが
トランプ政権期になり、米中の「大国間競争」が展開しているとの認識に基
づいた戦略の見直しが行われたこと、台湾周辺での軍事行動の活発化を含む、
中国側の台湾に対する圧力が増大したこと、また、中国が限定武力行使オプ
ションを検討しているのではないかとの懸念が高まったことから台湾海峡情
勢への危機感が急速に高まった。
特に最近では、中国が大量に配備している短中距離の弾道ミサイル・巡航
ミサイルの優勢もあり、西太平洋における通常戦力のバランスが中国有利に
傾きつつあるのではないかとの懸念が専門家の間で共有されるようになって
いる。もちろん、全世界からリソースをかき集めれば、米国の軍事的優位は
動かない。しかし、そのためには最低でも半年から1年程度の時間を要する。
そうしたグローバルな総動員を考えず、現在西太平洋地域に配備されている
アセットだけを切り取って、短期決戦シナリオを想定した場合には、中国が
優位に立つ可能性が高くなってきていると考えられるようになってきている。
こうした状況を反映して、前述した米国の国家防衛戦略委員会の報告書は、
中国やロシアに対して米国が「決定的な軍事的敗北」を喫する懸念があると
述べたのである。
こうした現実を踏まえれば、抑止力を抜本的に強化する必要があるのは明
白であり、西太平洋地域の平和と安定のための日米同盟の役割が大きく高まっ
てきている。バイデン政権発足後、非常に速いペースでアジア外交が展開さ
れた背景には、このような戦略的現実に基づく切迫した危機感がある。

（3）日米同盟の抑止力強化にむけた課題
厳しい安全保障環境の中で、抑止力を強化していくためにはリソースを投

入する必要があるが、日米とも現在の状況ははかばかしくない。前節で述べ
たとおり、日本の防衛費は、2000年の東アジア（日本、韓国、中国、台湾）
の中で38%を占めていたが、20年間で半減し、現在では17%に低下している。
米国は、2022会計年度予算要求で、太平洋抑止イニシアチブに50億ドルを割
り当てたが、詳細を見てみると、海兵隊の既存の近代化プログラムやF-35、
あるいはトマホーク巡航ミサイルと言った、既存の近代化プログラムを並べ
たものにとどまっており、新たな抑止態勢を構築するようなものになってい
ない。現在の深刻な情勢を踏まえれば、実際の能力の整備を進めていくこと
が日米の急務となっている。
この関連で、菅・バイデン会談に先だって3月16日に開催された2＋2の
際に発表された共同声明において、「米国国防省が『世界的な戦力態勢の見
直し（GPR）』を進めている中で緊密に連携することの重要性を認識した」、「閣
僚は、日米同盟の役割・任務・能力について協議することによって、安全保
障政策を整合させ、すべての領域を横断する防衛協力を深化させ、そして、
拡大抑止を強化するため緊密な連携を向上させることにあらためてコミット
した」と記述されていることが注目される。

GPRは、20年ほど前のジョージ・W・ブッシュ政権期にも進められた。当
時は、米軍のグローバル
な配備態勢を冷戦後の戦
略環境に適合した形にあ
らためていくことが主眼
で、冷戦期に多くの兵力
が配備されていた欧州か
らの兵力の削減を進め、
有事に際しては米本土か
らの緊急展開によって対
処する形を目指し、前方

訓練で米軍の爆撃機を護衛する航空自衛隊のF-15（ZUMA 
Press／共同通信イメージズ）
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展開プレゼンスを「バーチャルプレゼンス」化する方向性であった。しかし
ながら、2001年の9.11事件を契機として、アフガニスタンとイラクに大兵力
を派遣しなければならなくなったため、主要兵力を米本土に集中させるとい
う当初目指していた形態は実現できなかった。また、常駐的な前方展開兵力
を削減し、有事には緊急展開で対処するという方針についても、常駐兵力を
削減することは、平素の同盟国の安全保障への寄与が低下することから、そ
の国からの米国への信頼が損なわれると考えられるようになり、2010年版の「四
年次国防見直し（QDR）」では「［同盟国の］信頼と協力関係をオンデマン
ドのような形で急激に向上させることはできない」と記述され、バーチャル
プレゼンスという考え方それ自体が放棄されることになる 11。
現在、あらためて進められているGPRは、アフガニスタンやイラクからの
撤退を契機とするものである。2021年8月には、米軍はアフガニスタンから
完全撤退し、イラクの駐留兵力も大幅に削減した。ただこれは、米軍の海外
関与が単に削減されると言うことではなく、対中戦略上の抑止態勢の強化を
重視した形での米軍の配備態勢の再編につながっていくものである。そこでは、
中国が急激に整備してきた、アクセス拒否・領域阻止（A2/AD）能力への対
抗が重視されることになる。

20年前のブッシュ政権当時のGPRにおいては、A2/AD脅威に対しては、
相手の攻撃可能圏外に兵力を配備し、遠隔地から精密攻撃で反撃する「スタ
ンドオフ」が重視されていたが、中国のA2/AD能力の強化に伴い、攻撃可能
圏外から進入するのは難しくなったと考えられるようになった。そこで、
A2/AD圏内に、抗堪性（レジリエンシー）の高い拠点を維持し、その拠点に
域外からの兵力を展開させる「スタンドイン」という考え方や、あるいは対艦・
対空ミサイルを中心とする地上配備のミサイル能力によって日米同盟側の
A2/AD能力を強化していく「列島線防衛」という考え方が議論されるように
なってきている。このような形で、現在の軍事技術の動向を踏まえ、中国と
の地政戦略的対立に適応した形に米軍プレゼンスが見直されていくことが、
今後の中国への抑止態勢の強化のためには重要であろう。
役割・任務・能力についての協議は、RMCとも呼ばれる。RMCとは、や

はりブッシュ政権期のGPRの中で行われた米軍再編協議の中で議論されたも
ので、特に2005年10月の2＋2共同文書の中で15項目に及ぶ協力の例が列挙
され、その後も協議が進められてきた。
類似のものとしてガイドラインがあるが、ガイドラインは、自衛隊と米軍

で共同対処すべき局面を特定し、局面ごとに自衛隊と米軍の役割を定め、そ
の上で共同の作戦計画の立案につなげるものである。ガイドラインは、日米
両国の防衛・外務閣僚の協議体である2＋2で合意される。よって、ガイドラ
インに基づいて作成される作戦計画は政治的な承認の上で進められると言う
ことであり、防衛政策の民主的コントロールの上で大きな役割を果たしている。
一方RMCは、作戦計画というより、日米の防衛戦略の基本的な方向性を整
理し直し、個別の論点を防衛全体の戦略の中に位置付け直すことが重要な役
割となる。例えば、2005年の2＋2文書で合意されたRMCに関する協力は、
米軍再編の方向性を、単なる基地の再編成にとどめず、抑止力の強化の文脈
で整理しなおすためのものであった。
現在の安全保障環境を踏まえれば、2021年3月の2＋2共同声明に基づいて

進められるRMCに関する協議は、北朝鮮の核・ミサイル脅威の増大や中国
のA2/AD能力をはじめとする軍事力の強化に伴う軍事バランスの変化に対応
させた形で、日米の防衛戦略の基本的な方向性を整理し直し、日米同盟とし
ての「セオリー・オブ・ビクトリー」を構築していくことが重要な目的とな
ると考えられよう。
その際重要な論点として、ここでは以下の3点を挙げておきたい。
第1は、北朝鮮の核ミサイル脅威や中国の精密誘導可能な弾道ミサイルに

加え、極超音速滑空兵器や巡航ミサイル脅威も増大していく中で、ミサイル
防衛体制をどのように整備していくかである。20世紀末より、日米は弾道ミ
サイル防衛（BMD）に関する協力を進めてきており、日本も、弾道ミサイ
ル攻撃に対する体制整備を着実に進め、現在では弾道ミサイルに対して一定
の防衛能力を備えるようになっている。しかしながら、弾道ミサイルに限らず、
大気中で空力機動することでBMDの迎撃を突破できる可能性を高めた極超
音速滑空兵器や、大気中を低空で飛行するためにそもそもBMDでは対処で
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米同盟全体の「セオリー・オブ・ビクトリー」の中で位置付け、戦略的な効
果を明確化していくためにも、RMCに関する協議は重要な役割を果たすこ
とが期待されるのである。

きない巡航ミサイルの脅
威が増大している。これ
らのミサイルを合わせて
統一的に対処しようとす
る構想が、総合ミサイル
防空という概念だが、特
に極超音速滑空兵器に対
しては単に概念を進化さ
せるだけでなく、新たな
ハードウェアの開発が必

要となる可能性が高い。また、ミサイル脅威の増大を考えれば、運動エネルギー
迎撃体を中心とする第１世代BMDのみならず、指向性エネルギー兵器を中
心とする第２世代BMDの研究開発も進めていくことも必要となろう。
第2は、中距離核戦力全廃（INF）条約の失効に伴う、ポスト INFシステ
ムの位置付けである。INF条約では、米露の射程500kmの地上発射型ミサイ
ルが禁止されていたが、2019年の同条約の終了によって、それらの制約が消
滅した。ただし、海洋がほとんどを占める日本周辺の地理的条件を考えると、
海上発射型ミサイルに対して地上発射ミサイルにはどのような比較優位があ
るのか、そしてどのようなミサイルを配備することが高い付加価値をもたら
すかといったことを考え抜いていく必要がある。
第３は、精密誘導兵器が米国の独占ではなくなり、また無人化技術やステ
ルス技術が発展・拡散している中での戦闘の在り方、特に航空戦の在り方の
変化をどうとらえていくかである。戦闘機を含め、いかなる航空機も一日の
大半の時間は地上に所在しているが、現在の中国が配備している精密誘導可
能な弾道ミサイルは、飛行場で待機している航空機をピンポイントで撃破で
きる可能性が高い。そう考えると、近い将来に航空戦の態様そのものが大き
く変わっていく可能性がある。
これらは個別の論点としても重要だが、それぞれに日米同盟全体に影響す
る論点でもある。これらをたこつぼ的に個別に検討していくのではなく、日
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